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ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 個個個個個個人人人人人人所所所所所所得得得得得得課課課課課課税税税税税税

１１１１１１ 極極極極極極めめめめめめてててててて高高高高高高いいいいいい水水水水水水準準準準準準のののののの所所所所所所得得得得得得にににににに対対対対対対すすすすすするるるるるる負負負負負負担担担担担担のののののの適適適適適適正正正正正正化化化化化化

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化やスタートアップ・エコシステムの抜本的強化とあわ

せて、税負担の公平性の観点から、極めて高い水準にある高所得者について 低限の負

担を求める措置が導入されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 基準所得金額から特別控除額（3.3億円）を控除した金額に22.5％の税率を乗じた

金額が納めるべき所得税の金額を超過した場合に、その超過した差額を追加的に申告・

納税することとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 個人でその者のその年分の基準所得金額が３億3,000万円を超えるものについては、

その超える部分の金額の22.5％の相当する金額からその年分の基準所得税額を控除した

金額に相当する所得税が課されます（措法41の19）。

なお、この規定の適用がある場合の所得税の確定申告書の記載事項が定められます。

〔〔〔〔〔〔算算算算算算式式式式式式〕〕〕〕〕〕

① 基準所得税額
特別控除額

② （基準所得金額－３億3,000万円）×22.5％＝×××

③ ②－①＝追加納税する所得税額

図表Ⅰ－１ 極めて高い水準にある高所得者について 低限の負担を求める措置

（ 所得税負担率）

負担率の追加分は、所得50億円

程度で２～３％程度
22.5％

15％

3.3億円 約30億円 約50億円

特別控除額 追加負担が生ずる （合計所得金額）

平均的な所得水準
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 基基基基基基準準準準準準所所所所所所得得得得得得金金金金金金額額額額額額のののののの定定定定定定義義義義義義

Ｑ１に掲げる基準所得金額の定義について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 株式の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、給与所得金額、事業所得及びその他の各種

所得を合算した所得金額からスタートアップに再投資する場合の優遇税制の適用を受け

た株式譲渡益やＮＩＳＡ制度の非課税所得は対象から除外することとされ、政策的な観

点から設けられている特別控除を控除した後の所得金額とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１に掲げる「基準所得金額」とは、その年分の所得税について申告不要制度を

適用しないで計算した合計所得金額（その年分の所得税について適用する特別控除額を

控除した後の金額）とされます（措令26の28の３の２）。

なお、「申告不要制度」とは、①確定申告を要しない配当所得等の特例、②確定申告

を要しない上場株式等の譲渡による所得の特例とされます。

また、「合計所得金額」には、①源泉分離課税の対象となる所得金額、②ＮＩＳＡ制

度において非課税とされる金額、③特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要

した金額の控除等の特例において非課税とされる金額を含まないこととされます。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 基基基基基基準準準準準準所所所所所所得得得得得得税税税税税税額額額額額額のののののの定定定定定定義義義義義義

Ｑ１に掲げる基準所得税額の定義について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt その年分の基準所得金額に係る所得税の額とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１に掲げる「基準所得税額」とは、その年分の基準所得金額に係る所得税の額

（分配時調整外国税相当額控除及び外国税額控除を適用しない場合の所得税の額とされ、

附帯税及びＱ１により課される所得税の額を除きます。）とされます。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１における極めて高い水準の所得に対する負担の適正化の適用関係について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和７年分以後の所得税から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１の改正は、令和７年分以後の所得税について適用されます（令和５年改正法

附則36）。
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２２２２２２ 国国国国国国外外外外外外転転転転転転出出出出出出ををををををすすすすすするるるるるる場場場場場場合合合合合合のののののの譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡所所所所所所得得得得得得等等等等等等のののののの特特特特特特例例例例例例のののののの適適適適適適用用用用用用ががががががああああああるるるるるる場場場場場場合合合合合合のののののの納納納納納納税税税税税税猶猶猶猶猶猶予予予予予予のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例（以下「国外転出時課税制度」といいます。

）の制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt １億円以上の株式等を有する者が国外転出をする場合には、出国時の譲渡所得課税

の特例制度が適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 租税条約上、株式等のキャピタルゲイン（含み益）については株式等を売却した

者が居住している国に課税権があることとされています。これを利用して、巨額の含み

益を有する株式等を保有したまま出国し、キャピタルゲイン非課税国（例：シンガポー

ル及び香港等）において売却することにより、課税逃れを行うことが可能とされていま

した。

そこで、平成27年度税制改正では、これら課税逃れに対応するため、出国時の株式等

の評価額が１億円以上の者であり、かつ、出国直近10年間において５年を超えて居住者

であった者に対して、出国直前に対象資産を譲渡して同時に買い戻したとみなして、そ

の未実現のキャピタルゲインに対して特例的に課税する国外転出時課税制度が創設され

ました。

なお、国外転出時課税を導入している国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス

及びカナダ等となります。

図表Ⅰ－２ 国外転出時課税の概要

＜＜＜＜＜＜日日日日日日本本本本本本＞＞＞＞＞＞ ＜＜＜＜＜＜キキキキキキャャャャャャピピピピピピタタタタタタルルルルルルゲゲゲゲゲゲイイイイイインンンンンン非非非非非非課課課課課課税税税税税税国国国国国国＞＞＞＞＞＞

甲氏（Ａ社創業者） 甲氏

出 国
Ａ社株式（含み益あり） Ａ社株式→売却(注)

(注) キャピタルゲイン非課税

※ 平成27年７月１日以後に国外転出する場合、１億円以上の株式等の未実現のキ

ャピタルゲインに対して日本で譲渡所得税等が課税されます。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 納納納納納納税税税税税税猶猶猶猶猶猶予予予予予予制制制制制制度度度度度度のののののの選選選選選選択択択択択択

出国時の譲渡所得課税の特例に係る納税猶予制度について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 納税資金が不十分であることを勘案して、納税猶予を選択できることとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 国外転出をする居住者でその国外転出の時において有する有価証券等又は契約を

締結している未決済デリバティブ取引等につき出国時の譲渡所得課税の特例の適用を受
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けたものが、その国外転出の日の属する年分の確定申告書に納税猶予を受けようとする

旨の記載をした場合には、その国外転出の日の属する年分の所得税のうち本特例により

その有価証券等の譲渡又は未決済デリバティブ取引等の決済があったものとされた所得

に係る部分については、その国外転出の日から５年を経過する日（同日前に帰国をする

場合には、同日とその者の帰国の日から４月を経過する日のいずれか早い日）まで、そ

の納税が猶予されます（所法137の２①）。

また、納税猶予に係る期限は、届出により国外転出の日から10年を経過する日までと

することができます（所法137の２②，所規52の２）。この場合における課税の取消しは、

国外転出の日から10年を経過する日までに帰国をした場合等に適用することができます

（所法60の２⑦）。

なお、出国時の譲渡所得課税の特例に係る納税猶予期間中は、出国時の譲渡所得課税

の特例に係る居住要件の判定においては居住者とみなされます（所令170②二）。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 納納納納納納税税税税税税猶猶猶猶猶猶予予予予予予制制制制制制度度度度度度のののののの手手手手手手続続続続続続規規規規規規定定定定定定

納税猶予制度を選択適用する場合における手続規定について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 適切な担保を提供し、かつ、納税管理人の届出をしなければなりません。また、納

税猶予継続届出書を毎年提出する必要があります。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 出国時の譲渡所得課税の特例に係る納税猶予制度は、国外転出の時までに納税管

理人の届出をし、かつ、その所得税に係る確定申告期限までに納税猶予分の所得税額に

相当する担保を供した場合に適用されます（所法137の２①）。

また、納税猶予を受ける者は、国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期

限から納税猶予に係る期限までの間の各年の12月31日（基準日）におけるその納税猶予

に係る有価証券等の所有及び未決済デリバティブ取引等に係る契約に関する継続適用届

出書を、基準日の属する年の翌年３月15日までに、税務署長に提出しなければなりませ

ん（所法137の２⑥）。

なお、この届出書を提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限の翌日か

ら４月を経過する日をもって、納税猶予に係る期限とされます（所法137の２⑧）。

納税猶予に係る期限の到来により所得税を納付する場合には、法定申告期限の翌日か

ら納税猶予期限までの期間に係る利子税を納付しなければなりません（所法137の２⑩）。

図表Ⅰ－３ 納税猶予制度の流れ

国外転出の年 国外転出の翌年 国外転出の翌々年

（申告期限） （申告期限）
1/1 国外転出の日 12/31 3/15 12/31 3/15 12/31

▲ △ △
納税管理人の届出 確定申告書提出 継続適用届出書提出

担保提供
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ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 担担担担担担保保保保保保のののののの種種種種種種類類類類類類（（（（（（改改改改改改正正正正正正前前前前前前））））））

納税猶予制度の適用を受けるに当たって必要とされる改正前の担保の種類について教

えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 国債、地方債、税務署長等が確実と認める有価証券、不動産及び税務署長等が確実

と認める保証人の保証などとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 国外転出をする者が、出国時の譲渡所得課税の特例の納税猶予制度の適用を受け

るために担保として提供できる財産は、図表Ⅰ－４のとおりとされます（国通法50，国

通令16，国通規11）。

図表Ⅰ－４ 担保の種類

① 国債・地方債

② 社債・株式、証券投資信託・貸付信託の受益証券その他の有価証券で税務署長等

が確実と認めるもの

③ 土地

④ 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自

動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの

⑤ 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業

財団、道路交通事業財団及び観光施設財団

⑥ 税務署長等が確実と認める保証人の保証

⑦ 金銭

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 担担担担担担保保保保保保のののののの提提提提提提供供供供供供要要要要要要件件件件件件のののののの緩緩緩緩緩緩和和和和和和

スタートアップ企業が海外進出をする際、立ち上げ準備等のために、役員・従業員等

が海外に赴任するケースがあります。これら役員等がスタートアップ企業の株式を含む

有価証券等を１億円以上所有する場合には、国外転出時課税制度の対象とされます。こ

の際、非上場株式に対して、国外転出時課税制度の納税猶予を選択適用したときには、

株券による担保提供が必要とされます。

令和５年度税制改正では、スタートアップ企業の海外進出を促進するため、国外転出

時課税制度の納税猶予の手続きの簡素化が行われたそうですが、その内容について教え

て下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 非上場株式等を担保として提供する場合には、株券不発行でも質権による担保提供

要件が可能とされるとともに、持分の担保も可能とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 出国時の譲渡所得課税の特例に係る納税猶予制度について、納税猶予の適用を受

けようとする者が質権の設定がされていないこと等の要件を満たす非上場株式を担保と
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して提供する場合において、その者がその非上場株式を担保として提供することを約す

る書類その他の書類を税務署長に提出するときは、その株券を発行せずにその担保の提

供ができることとされます（所法137の２，所令266の２，266の３，所規52の２，52の３）。

また、納税猶予の適用を受けようとする者は、その有する質権の設定がされていない

こと等の要件を満たす持分会社の社員の持分について、その者がその持分会社の社員の

持分を担保として提供することを約する書類その他の書類を税務署長に提出する場合に

は、その担保の提供ができることとされます（所法137の２⑪二・三，137の３⑬二・三，

所令266の２①②，266の３①②，所規52の２⑦～⑨，52の３②⑦）。

これら改正により、次に掲げる手続きが不要とされます。

① 株券発行に移行するための定款変更の手続き

② 発行された株券の管理の手続き

③ 上場する場合の株券不発行への再移行の手続き

なお、贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある

場合の納税猶予についても同様とされます。

ＱＱＱＱＱＱ６６６６６６ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ５における担保の提供要件の緩和の適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ５の改正は、個人が令和５年４月１日以後に担保を提供する場合について適用

されます（令和５年改正法附則４①②，令和５年改正所令附則５①②）。

３３３３３３ 個個個個個個人人人人人人事事事事事事業業業業業業者者者者者者のののののの各各各各各各種種種種種種届届届届届届出出出出出出書書書書書書のののののの簡簡簡簡簡簡素素素素素素化化化化化化

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 開開開開開開業業業業業業等等等等等等のののののの届届届届届届出出出出出出書書書書書書のののののの提提提提提提出出出出出出期期期期期期限限限限限限のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

個人事業者の開業等に際して提出される届出書の提出が見直されたそうですが、その

内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 開業等の事実があった年分の所得税に係る確定申告期限までとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 開業等の届出書の提出期限が、その事業の開始等の事実があった日の属する年分

の所得税に係る確定申告期限（改正前：その事実があった日から１月以内まで）とされ

ます（所法229①）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１における開業等の届出書の提出期限の見直しの適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和８年１月１日以後から適用されます。
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AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１の改正は、令和８年１月１日以後に生ずる事業の開業等の事実について適用

され、令和７年12月31日以前に生じた事業の開業等の事実については、なお従前の例に

よります（令和５年改正法附則10）。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 青青青青青青色色色色色色申申申申申申告告告告告告のののののの取取取取取取りりりりりりややややややめめめめめめ等等等等等等のののののの届届届届届届出出出出出出書書書書書書のののののの提提提提提提出出出出出出期期期期期期限限限限限限のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

個人事業者の青色申告の取りやめ等に際して提出される届出書の提出が見直されたそ

うですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 青色申告をやめようとする年分の所得税に係る確定申告期限までとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出期限が、その申告をやめようと

する年分の所得税に係る確定申告期限（改正前：その年の翌年３月15日まで）とされま

す（所法151①）。

また、法人税においても同様とされます（法法128）。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ３における青色申告の取りやめ等の届出書の提出期限の見直しの適用関係について

教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和８年分以後の所得税から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ３の改正は、令和８年分以後の所得税につき青色申告書の提出をやめようとす

る場合について適用され、令和７年分以前の所得税につき青色申告書の提出をやめよう

とする場合には、なお従前の例によります（令和５年改正法附則５）。

また、法人の令和８年１月１日以後に開始する事業年度の青色申告の取りやめの届出

書の提出について適用され、法人の令和７年12月31日以前に開始した事業年度の青色申

告の取りやめの届出書の提出については、なお従前の例によります（令和５年改正法附

則15）。

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 総総総総総総合合合合合合様様様様様様式式式式式式のののののの届届届届届届出出出出出出書書書書書書のののののの新新新新新新設設設設設設

個人事業者の開業に際して提出されることの多い届出書について、届出書等の提出が

一括で行えるようになったそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 総合様式が設けられ、一定の届出書が一括提出できることとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr ①個人事業の開業届出書、②青色申告承認申請書、③青色事業専従者給与に関す

る届出・変更届出書、④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書及び⑤源泉所得税

の納期の特例の承認に関する申請書について、総合様式が創設され一括提出できること

とされます。
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図表Ⅰ－５ 総合様式の届出書のイメージ

□ 開業の届出 □ 青色申告承認申請

□ 青色事業専従者給与に関する届出

□ 給与支払事務所等の開設等の届出

□ 源泉所得税の納期の特例の承認申請

(フリガナ)
生年月日

氏 名

電話番号 個人番号

住 所

開業の届出

開業年月日 ※ 事業概要

青色申告承認申請

青色申告開始年分 ※ 所得の種類

ＱＱＱＱＱＱ６６６６６６ 青青青青青青色色色色色色申申申申申申告告告告告告決決決決決決算算算算算算書書書書書書又又又又又又はははははは収収収収収収支支支支支支内内内内内内訳訳訳訳訳訳書書書書書書のののののの記記記記記記載載載載載載欄欄欄欄欄欄のののののの新新新新新新設設設設設設

個人事業者が提出する届出書について、記載欄が新設されたそうですが、その内容に

ついて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 青色申告決算書又は収支内訳書に記載欄が新設され、一定の届出書が一括提出でき

ることとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr ①個人事業の開業・廃業届出書、②青色申告の取りやめの届出書、③棚卸資産、

有価証券、暗号資産、減価償却資産の評価方法の届出書・変更承認届出書、④現金主義

による所得計算の特例を受けることの取りやめ届出書について、青色申告決算書又は収

支内訳書に「廃業、青色申告の取りやめ、各種償却・評価方法」の情報を納税者に記載

させる欄が新設され、一括提出できることとされます。
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ＱＱＱＱＱＱ７７７７７７ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ５における総合様式の届出書の新設及びＱ６における青色申告決算書又は収支内訳

書の記載欄の新設における適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和８年１月１日以後の開業等及び令和８年分以後の所得税から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ５の改正は、令和８年１月１日以後の開業等から適用されます。

Ｑ６の改正は、令和８年分以後の所得税から適用されます。

ＱＱＱＱＱＱ８８８８８８ 届届届届届届出出出出出出書書書書書書等等等等等等のののののの記記記記記記載載載載載載事事事事事事項項項項項項のののののの簡簡簡簡簡簡素素素素素素化化化化化化

Ｑ５及びＱ６に掲げる総合様式の新設及び青色申告決算書又は収支内訳書に記載欄の

新設に伴い、届出書等の記載事項が簡素化されたそうですが、その内容について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 一定の届出書等について、記載事項の簡素化が行われます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 個人の①個人事業の開業届出書、②青色申告承認申請書、③青色事業専従者給与

に関する届出・変更届出書、④青色申告の取りやめの届出書、⑤源泉所得税の納期の特

例の承認に関する申請書、⑥給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書について、記

載事項の簡素化が行われます（所規36の４①四・五，55，66，78，98，99）。

また、法人の⑦青色申告承認申請書、⑧青色申告の取りやめの届出書についても、記

載事項の簡素化が行われます（法規52，60）。
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図表Ⅰ－６ 個人の届出書等の記載事項の簡素化

区 分 簡 素 化 さ れ る 記 載 事 項

① 個人事業の 事務所等を移転する場合の提出先を納税地の所轄税務署長とする。

開業・廃業届 事務所等を移転した場合の移転前の事務所等の所在地を記載事項か

出書 ら除外する。

② 青色申告承 青色申告書の提出の承認を取り消され、青色申告書による申告書の

認申請書 提出をやめる旨の届出書を提出した後再び申告書を提出しようとす

る場合には、その取消しに係る通知を受けた日又は取りやめの届出

書の提出をした日を除外する。

その年の１月16日以後新たに業務を開始した場合には、その開始し

た年月日を除外する。

申請後 初に提出しようとする青色申告書に係る事業年度終了の日

（法人税のみ）を除外する。

③ 青色事業専 その事業に従事する他の使用人に対して支払う給与の方法及び形態

従者給与に関 を除外する。

する届出・変 昇給の基準を除外する。

更届出書

④ 青色申告の 青色申告書の提出の承認を受けた日又はその承認があったものとみ

取りやめの届 なされた日を除外する。

出書 青色申告書の提出をやめようとする理由を除外する。

青色申告書による申告書の提出をやめようとする事業年度終了の日

を除外する。

⑤ 源泉所得税 承認を受けようとする事務所等に係る 近における６月間の月別の

の納期の特例 給与等の支払を受ける者の数及びその給与等の金額並びに臨時に雇

の承認に関す 用しているものがある場合には、その者に係るこれらの内訳を簡素

る申請書 化する。

承認を受けようとする事務所等に給与等の支払を受ける者の数及び

臨時に雇用している者がある場合には、その者の数を簡素化する。

「申請書を提出した日以前１年以内においてこの特例の取消しの通

知を受けたことの有無」を記載事項から除外する。

⑥ 給与支払事 届出書を提出する日の現況における給与支払事務所等において給与

務所等の開設 等の支払を受ける者の職種等の別の人員数を簡素化する。

・移転・廃止 届出書を提出する日の現況におけるその給与支払事務所等において

届出書 給与等の支払を受ける人員数を簡素化する。

ＱＱＱＱＱＱ９９９９９９ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ８における届出書の記載事項が簡素化の適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和８年１月１日以後の開業等及び令和８年分以後の所得税から順次適用されます。



-11-

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ８の図表Ⅰ－６①の改正は、令和８年１月１日以後の開業等について適用され

ます。②及び③の改正は、令和９年分以後の所得税から適用されます。④の改正は、令

和８年分以後の所得税から適用されます。⑤の改正は、令和９年１月１日以後に支払う

べき給与等及び退職手当等について適用されます。⑥の改正は、令和９年１月１日以後

の事務所の開設等について適用されます（令和５年改正所規附則２，５，６，９，13，

14）。

Ｑ８の⑦の改正は令和９年１月１日以後に開始する事業年度の青色申告承認申請書に

ついて、上記⑧の改正は令和８年１月１日以後に開始する事業年度の青色申告の取りや

めの届出書について、それぞれ適用されます（令和５年改正法規附則３，５）。

４４４４４４ 年年年年年年末末末末末末調調調調調調整整整整整整関関関関関関係係係係係係書書書書書書類類類類類類のののののの記記記記記記載載載載載載事事事事事事項項項項項項のののののの簡簡簡簡簡簡素素素素素素化化化化化化

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 給給給給給給与与与与与与所所所所所所得得得得得得者者者者者者のののののの扶扶扶扶扶扶養養養養養養控控控控控控除除除除除除等等等等等等申申申申申申告告告告告告書書書書書書のののののの記記記記記記載載載載載載事事事事事事項項項項項項のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点から、給与所得者の扶養控

除等申告書の記載事項が簡素化されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 記載事項について、前年の申告内容と異動がない場合には、その旨の記載をもって

個別の記載が不要とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 給与所得者の扶養控除等申告書等について、その申告書に記載すべき事項がその

年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その

異動がない旨の記載によることができることとされます（所法194②，195②）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１における給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項の見直しの適用関係について

教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和７年１月１日以後の給与所得者の扶養控除等申告書等から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１の改正は、令和７年１月１日以後に支払を受けるべき給与等について提出す

る給与所得者の扶養控除等申告書等について適用され、令和６年12月31日以前に支払を

受けるべき給与等について提出した給与所得者の扶養控除等申告書等については、なお

従前の例によります（令和５年改正法附則６）。
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ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 給給給給給給与与与与与与所所所所所所得得得得得得者者者者者者のののののの保保保保保保険険険険険険料料料料料料控控控控控控除除除除除除申申申申申申告告告告告告書書書書書書のののののの記記記記記記載載載載載載事事事事事事項項項項項項のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

給与所得者の保険料控除申告書においては、保険金等の受取人の給与所得者との続柄

が記載項目とされていますが、この続柄は、保険料控除証明書には記載されません。ま

た、この続柄については、各ベンダーの年末調整システム及び国税庁の年末調整ソフト

を利用して、給与所得者の保険料控除申告書を電子的に作成する場合、保険料控除証明

書の電子データを取り込んでも自動入力されないことから、各給与所得者において補完

入力する必要がありました。

令和５年度税制改正では、源泉徴収手続の簡素化を図り納税者利便を向上させる観点

から、給与所得者の保険料控除申告書の記載事項が簡素化されたそうですが、その内容

について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 続柄の記載が不要とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 給与所得者の保険料控除申告書について、次に掲げる事項の記載を要しないこと

とされます（旧所規75①一・二ロ・四ロ・六ロ・七ロ）。

① 申告者が生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場

合のこれらの者の申告者との続柄

② 生命保険料控除の対象となる支払保険料等に係る保険金等の受取人の申告者との続

柄

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ３における給与所得者の保険料控除申告書の記載事項の見直しの適用関係について

教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年10月１日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ３の改正は、令和６年10月１日以後に提出する給与所得者の保険料控除申告書

について適用されます（令和５年改正所規附則８）。

５５５５５５ 源源源源源源泉泉泉泉泉泉徴徴徴徴徴徴収収収収収収票票票票票票のののののの提提提提提提出出出出出出方方方方方方法法法法法法等等等等等等のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 給給給給給給与与与与与与所所所所所所得得得得得得のののののの源源源源源源泉泉泉泉泉泉徴徴徴徴徴徴収収収収収収票票票票票票のののののの提提提提提提出出出出出出方方方方方方法法法法法法のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

源泉徴収義務者の事務負担の軽減を図るため、給与所得の源泉徴収票の提出方法が見

直されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 提出範囲が給与支払報告書と揃えて拡大され、地方公共団体に給与支払報告書が提

出された場合には、その従業員について所轄税務署長に給与所得の源泉徴収票の提出が

あったものとされます。
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なお、従業員に対する給与所得の源泉徴収票の提出は、従来どおりとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 給与等の支払をする者が、市区町村の長に給与支払報告書を提出した場合には、

その給与支払報告書に記載された給与等について税務署長に給与所得の源泉徴収票を提

出したものとみなすこととされます（所法226⑥）。

この改正に伴い、給与所得の源泉徴収票の税務署長への提出を要しないこととされる

給与等の範囲を、給与支払報告書の市区町村の長への提出を要しないこととされる給与

等の範囲と同様とされます。

また、年の中途において退職した居住者に対するその年中の給与等の支払金額が30万

円以下である場合のその給与等とされます（所規93②）。

なお、公的年金等の源泉徴収票の提出方法についても同様とされます（所法226⑥）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 従従従従従従業業業業業業員員員員員員にににににに対対対対対対すすすすすするるるるるる給給給給給給与与与与与与所所所所所所得得得得得得のののののの源源源源源源泉泉泉泉泉泉徴徴徴徴徴徴収収収収収収票票票票票票等等等等等等のののののの提提提提提提出出出出出出方方方方方方法法法法法法のののののの簡簡簡簡簡簡素素素素素素化化化化化化

従業員に給与所得の源泉徴収票及び給与支払明細書を電子交付する場合の承諾手続が

簡素化されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt みなし承諾方法が追加されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 給与等の支払をする者が、その支払を受ける者に対し、給与所得の源泉徴収票又

は給与支払明細書の交付に代えてその源泉徴収票又は給与支払明細書に記載すべき事項

を電磁的方法により提供するための要件であるその支払を受ける者の承諾手続に、その

支払を受ける者に対し期限を定めてその承諾を求め、その支払を受ける者がその期限ま

でにこれを拒否する旨の回答をしない場合には、その支払をする者はその承諾を得たも

のとみなす方法が追加されます（所規95の２②）。

また、公的年金等についても同様とされます。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１及びＱ２における給与所得者の源泉徴収票等の提出方法等の見直しの適用関係に

ついて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和９年１月１日以後に提出する源泉徴収票から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１及びＱ２の改正は、令和９年１月１日以後に提出すべき給与所得及び公的年

金等の源泉徴収票について適用されます（令和５年改正法附則８，令和５年改正所規附

則10①，12）。
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 金金金金金金融融融融融融証証証証証証券券券券券券税税税税税税制制制制制制

１１１１１１ 非非非非非非課課課課課課税税税税税税口口口口口口座座座座座座内内内内内内のののののの少少少少少少額額額額額額上上上上上上場場場場場場株株株株株株式式式式式式等等等等等等にににににに係係係係係係るるるるるる配配配配配配当当当当当当所所所所所所得得得得得得及及及及及及びびびびびび譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡所所所所所所得得得得得得等等等等等等のののののの非非非非非非課課課課課課税税税税税税制制制制制制度度度度度度（（（（（（ＮＮＮＮＮＮＩＩＩＩＩＩＳＳＳＳＳＳ

ＡＡＡＡＡＡ制制制制制制度度度度度度））））））のののののの抜抜抜抜抜抜本本本本本本的的的的的的拡拡拡拡拡拡充充充充充充・・・・・・恒恒恒恒恒恒久久久久久久化化化化化化

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 一一一一一一般般般般般般ＮＮＮＮＮＮＩＩＩＩＩＩＳＳＳＳＳＳＡＡＡＡＡＡ制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要（（（（（（現現現現現現行行行行行行制制制制制制度度度度度度））））））

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度（いわゆ

る「一般ＮＩＳＡ」）の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 平成26年１月１日以後に設定された非課税口座内株式等に係る配当所得及び譲渡所

得が非課税とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 居住者又は恒久的施設を有する非居住者（以下「居住者等」といいます。）が、

金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座において管理されている上場株式等

（以下「非課税口座内上場株式等」といいます。）に係る配当等でその非課税口座の開

設の日の属する年の１月１日から５年内に支払を受けるべきもの（その金融商品取引業

者等がその配当等の支払事務の取扱いをするものに限ります。）については、所得税及

び個人住民税を課さないこととされています（措法９の８）。

また、居住者等が、非課税口座の開設の日の属する年の１月１日から５年内にその非

課税口座に係る非課税口座内上場株式等の金融商品取引業者等への売委託等による譲渡

をした場合には、その譲渡による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税を課さ

ないこととされています（措法37の14①）。

なお、非課税口座内上場株式等の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税に関

する法令の規定の適用上、ないものとみなされますので、確定申告により「上場株式等

に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法37の12の２①⑥）」の規定を受けること

はできません（措法37の14②，措通37の14－３）。

図表Ⅱ－１ 一般ＮＩＳＡの概要（令和５年12月31日まで）

項 目 内 容

非 課 税 対 象 非課税口座内上場株式等の配当及び譲渡益

非 課 税 投 資 額 毎年、新規投資額で120万円を上限（未使用枠は翌年以降繰越不可）

非課税投資総額 600万円（120万円×５年間）

保 有 期 間 長５年間（移管により再投資可）

途 中 売 却 自由（ただし、売却部分の枠は再利用不可）

口 座 開 設 数 年間１人１口座（毎年異なる金融機関に口座開設可）

開 設 者 居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者

年 齢 制 限 18歳以上

口 座 開 設 期 間 平成26年１月１日から令和５年12月31日までの10年間

(注1) 平成26・27年は年間の非課税投資上限額が100万円とされていました。

(注2) 平成29年10月１日より移管価額の上限枠（いわゆるロールオーバー）が撤廃されま
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した。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 積積積積積積立立立立立立ＮＮＮＮＮＮＩＩＩＩＩＩＳＳＳＳＳＳＡＡＡＡＡＡ制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要（（（（（（現現現現現現行行行行行行制制制制制制度度度度度度））））））

少額からの積立・分散投資を促進するための非課税累積投資契約に係る非課税制度（

いわゆる「積立ＮＩＳＡ」）の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 年間40万円（20年間）の積立ＮＩＳＡは、長期の積立・分散投資に適した投資商品

を対象としたもので、口座内で生じた配当所得及び譲渡所得が非課税とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘定

を設けた日から同日の属する年の１月１日以後20年を経過する日までの間に支払を受け

るべき累積投資勘定に係る公社債投資信託以外の証券投資信託（その受益権が金融商品

取引所に上場等がされているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により

行われたものに限ります。以下「公募等株式投資信託」といいます。）の配当等（金融

商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者であるものに限ります。）については、所

得税及び個人住民税が課されません（措法９の８①二）。

また、居住者等が、金融商品取引業者等の営業所に開設した非課税口座に累積投資勘

定を設けた日から同日の属する年の１月１日以後20年を経過する日までの間にその累積

投資勘定に係る公募等株式投資信託の受益権の譲渡をした場合には、その譲渡による譲

渡所得等については、所得税及び個人住民税が課されません（措法37の14①）。

なお、公募等株式投資信託の受益権の譲渡による損失金額は、所得税及び個人住民税

に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされますので、確定申告により「上場株

式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法37の12の２①⑥）」の規定の適用を

受けることはできません（措法37の14②）。

積立ＮＩＳＡと一般ＮＩＳＡは選択適用することができます。

図表Ⅱ－２ 一般ＮＩＳＡと積立ＮＩＳＡの対比（令和５年12月31日まで）

項 目 一般ＮＩＳＡ 積立ＮＩＳＡ

年間の投資上限額 120万円(注1) 40万円

非課税期間 ５年間 20年間

口座開設可能期間 10年間（平成26年～令和５年） 20年間（平成30年～令和24年）

投資対象商品 上場株式・公募株式投資信託等 一定の公募株式投資信託等(注2)

投資方法 制限なし 予め締結した契約に基づき定期

・定額で積み立てたものに限定

選択適用 いずれかを選択的に利用可能

(注1) 平成26・27年は年間の非課税投資上限額が100万円とされていました。

(注2) 長期の積立・分散投資に適した一定の投資商品で、金融庁が定める要件を満たした

ものに限ります（例：バランス型ファンド、非毎月分配型ファンド等）。
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【【【【【【ココココココララララララムムムムムム：：：：：：新新新新新新・・・・・・ＮＮＮＮＮＮＩＩＩＩＩＩＳＳＳＳＳＳＡＡＡＡＡＡ制制制制制制度度度度度度ののののののイイイイイイメメメメメメーーーーーージジジジジジ（（（（（（令令令令令令和和和和和和２２２２２２年年年年年年度度度度度度税税税税税税制制制制制制改改改改改改正正正正正正））））））】】】】】】

一般ＮＩＳＡの勘定設定期間の終了（令和５年12月31日）に合わせ、新・ＮＩＳＡ

制度が令和６年１月１日以後に開始され、積立ＮＩＳＡと選択して適用できます。

図表Ⅱ－３ 新・ＮＩＳＡのイメージ

【【【【【【令令令令令令和和和和和和５５５５５５年年年年年年111111222222月月月月月月333333111111日日日日日日ままままままでででででで】】】】】】 【【【【【【令令令令令令和和和和和和６６６６６６年年年年年年１１１１１１月月月月月月１１１１１１日日日日日日以以以以以以降降降降降降】】】】】】

成成成成長長長長資資資資金金金金のののの供供供供給給給給拡拡拡拡大大大大でででで

成成成成長長長長資資資資金金金金のののの供供供供給給給給拡拡拡拡大大大大でででで 安安安安定定定定的的的的なななな資資資資産産産産形形形形成成成成 ２ 安安安安定定定定的的的的なななな資資資資産産産産形形形形成成成成 安安安安定定定定的的的的なななな資資資資産産産産形形形形成成成成
１

安安安安定定定定的的的的なななな資資資資産産産産形形形形成成成成 非課税期間 20年 階 非課税期間 5年 非課税期間 20年
階

非課税期間 5年 (510万円)

(600万円)
安安安安定定定定的的的的なななな資資資資産産産産形形形形成成成成

１
非課税期間 5年

階
(100万円)

一般ＮＩＳＡ 積立ＮＩＳＡ 新・ＮＩＳＡ 積立ＮＩＳＡ

(令和5年12月31日まで) (令和24年12月31日まで) (令和10年12月31日まで) (令和24年12月31日まで)

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 抜抜抜抜抜抜本本本本本本的的的的的的拡拡拡拡拡拡充充充充充充・・・・・・恒恒恒恒恒恒久久久久久久化化化化化化

資産所得倍増プラン（新しい資本主義実現会議：令和４年11月28日決定）では、ＮＩ

ＳＡ制度は主に中間層の資産形成の入り口として定着しつつあるが、その活用割合は２

割に低迷しており、さらに活用を促す余地があるとされています。

令和５年度税制改正では、中間層の資産形成のためにさらに活用を促す観点から、制

度の予見可能性を高め、制度をシンプル化する見直しが行われたそうですが、その内容

について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 家計金融資産を貯蓄から投資にシフトされるため、ＮＩＳＡ制度の恒久化、非課税

保有期間の無期限化及び非課税限度額の引き上げが行われます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 令和６年１月１日から施行予定であった「新ＮＩＳＡ制度（令和２年度税制改正）」

については、その施行を見直し、次に掲げる制度に移行されます。

１１１１１１ 積積積積積積立立立立立立ＮＮＮＮＮＮＩＩＩＩＩＩＳＳＳＳＳＳＡＡＡＡＡＡのののののの廃廃廃廃廃廃止止止止止止

非課税累積投資契約に係る非課税措置の勘定設定期間が令和５年12月31日（改正前：

令和24年12月31日）までとされます。
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なお、居住者等が令和５年12月31日において金融商品取引業者等の営業所に開設し

ている非課税口座に令和５年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定している場

合には、その居住者等（同日に非課税口座廃止届出書の提出をした者等一定の者を除

きます。）は令和６年１月１日にその金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約

を締結したものとみなして、次に掲げる２の規定が適用されます。

２２２２２２ 特特特特特特定定定定定定累累累累累累積積積積積積投投投投投投資資資資資資勘勘勘勘勘勘定定定定定定（（（（（（積積積積積積立立立立立立投投投投投投資資資資資資枠枠枠枠枠枠））））））のののののの創創創創創創設設設設設設

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、その非課税

口座に特定累積投資勘定を設けた日以後に支払を受けるべきその特定累積投資勘定に

係る公社債投資信託以外の証券投資信託（その受益権が金融商品取引所に上場等がさ

れているもの又はその設定に係る受益権の募集が一定の公募により行われたものに限

ります。以下「公募等株式投資信託」といいます。）の配当等（金融商品取引業者等

がその配当等の支払の取扱者であるものに限ります。）については、所得税及び個人

住民税が課されません（措法９の８①三）。

また、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、その

非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日以後にその特定累積投資勘定に係る公募等

株式投資信託の受益権の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、そ

の譲渡等による譲渡所得等については、所得税及び個人住民税が課されません（措法

37の14①三）。この場合において、公募等株式投資信託の受益権の譲渡等による損失

金額は、所得税及び個人住民税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされま

すので、確定申告により「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法

37の12の２①⑥）」 の規定の適用を受けることはできません（措法37の14②）。

３３３３３３ 特特特特特特定定定定定定非非非非非非課課課課課課税税税税税税管管管管管管理理理理理理勘勘勘勘勘勘定定定定定定（（（（（（成成成成成成長長長長長長投投投投投投資資資資資資枠枠枠枠枠枠））））））のののののの創創創創創創設設設設設設

金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、その非課税

口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後に支払を受けるべきその特定非課税管理勘

定に係る上場株式等の配当等（その金融商品取引業者等がその配当等の支払の取扱者

であるものに限ります。）については、所得税及び個人住民税が課されません（措法

９の８①四）。

また、金融商品取引業者等の営業所に非課税口座を開設している居住者等が、その

非課税口座に特定非課税管理勘定を設けた日以後にその特定非課税管理勘定に係る上

場株式等の特定非課税累積投資契約に基づく譲渡等をした場合には、その譲渡等によ

る譲渡所得等については、所得税及び個人住民税が課されません（措法37の14①四）。

この場合において、その上場株式等の譲渡等による損失金額は、所得税及び個人住民

税に関する法令の規定の適用上、ないものとみなされますので、確定申告により「上

場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除（措法37の12の２①⑥）」 の規定の

適用を受けることはできません（措法37の14②）。



-18-

図表Ⅱ－４ ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化

項 目 特定非課税管理勘定(成長投資枠) 特定累積投資勘定(積立投資枠)

年間の投資上限額 240万円 120万円

非課税期間(注1) 無期限化

生涯非課税限度額 1,800万円 ※簿価残高方式で管理（枠の再利用が可能）

（総枠）(注2) 1,200万円（内数）

口座開設可能期間 恒久化

投資対象商品 上場株式・公募株式投資信託等 積立・分散投資に適した一定の

(注3) 公募株式投資信託(注4)

対象年齢 18歳以上

選択適用 併用可能

現行制度との関係 令和５年度末までに現行の一般ＮＩＳＡ制度及び積立ＮＩＳＡ制

度において投資した商品は、新しい制度の外枠で、現行制度にお

ける非課税制度を適用(注5)

(注1) 非課税保有期間の無期限化に伴い、現行の積立ＮＩＳＡと同様、定期的に利用者の

住所等を確認し、制度の適正な運用を担保。

(注2) 利用者それぞれの生涯非課税限度額については、金融機関から既存の認定クラウド

を活用して提出された情報を国税庁において管理。

(注3) 安定的な資産形成につながる投資商品に絞り込む観点から、高いレバリッジ投資信

託などを対象から除外。

(注4) 金融機関による「特定非課税管理勘定（成長投資枠）」を使った回転売買への勧誘

行為に対し、金融庁が監督指針を改正し、法令に基づき監督及びモニタリングを実施

する旨を明記。

なお、商品性について内閣総理大臣が告示で定める要件を満たしたものに限定。

(注5) 令和６年１月１日から施行予定の「新ＮＩＳＡ制度」については、その施行を見直

し、令和５年度税制改正の抜本的拡充・恒久化した制度に移行。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ３のＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化の適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年分以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ３の改正は、令和６年分以後の所得税について適用され、令和５年分以前の所

得税については、なお従前の例によります（令和５年改正法附則34）。
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２２２２２２ ススススススタタタタタターーーーーートトトトトトアアアアアアッッッッッッププププププへへへへへへのののののの投投投投投投資資資資資資にににににに係係係係係係るるるるるるエエエエエエンンンンンンジジジジジジェェェェェェルルルルルル税税税税税税制制制制制制のののののの措措措措措措置置置置置置のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 特特特特特特定定定定定定中中中中中中小小小小小小会会会会会会社社社社社社がががががが発発発発発発行行行行行行ししししししたたたたたた株株株株株株式式式式式式にににににに係係係係係係るるるるるる課課課課課課税税税税税税のののののの特特特特特特例例例例例例制制制制制制度度度度度度（（（（（（現現現現現現行行行行行行））））））のののののの概概概概概概要要要要要要

特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 特定中小会社への投資を行った個人投資家に対して、投資、譲渡及び解散等のタイ

ミングに応じて課税の特例が設けられています。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 特定中小会社により発行される株式（以下「特定株式」といいます。）を払込み

により取得した居住者等については、投資、譲渡及び解散等のタイミングに応じて、次

の１から３に掲げる課税の特例制度が設けられています。

１１１１１１ 特特特特特特定定定定定定株株株株株株式式式式式式のののののの取取取取取取得得得得得得にににににに要要要要要要ししししししたたたたたた金金金金金金額額額額額額のののののの控控控控控控除除除除除除等等等等等等

居住者等が、平成15年４月１日以降に、特定株式を払込みにより取得した居住者等

が、その特定株式を払込みにより取得した場合におけるその年分の株式等の譲渡所得

等の金額の計算については、その計算上、その年中に払込みにより取得した特定株式

（その年の12月31日において有するものに限ります。）の取得に要した金額の合計額

を控除することができます（措法37の13）。

ただし、「特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例（措法41

の19）」の適用を受ける特定株式については、この特例を適用することができません

（措法41の19②）。

図表Ⅱ－５ 投資段階の優遇

投 資
投資家（エンジェル） ベンチャー企業

課 税 対 象
株

式
同 一 年 分

譲
に 株 式 の

投 資 額 控除 渡
譲 渡 益 が

益
あ る 場 合

２２２２２２ 価価価価価価値値値値値値喪喪喪喪喪喪失失失失失失株株株株株株式式式式式式にににににに係係係係係係るるるるるる損損損損損損失失失失失失のののののの金金金金金金額額額額額額のののののの特特特特特特例例例例例例

特定株式を払込みにより取得した居住者等について、その特定中小会社の設立の日

からその特定中小会社が発行した株式に係る上場等の日の前日までの期間内に、その

払込みにより取得した特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた

場合とされるその特定中小会社の清算結了等の一定の事実が発生したときは、その損

失の金額とされる一定の金額は、その年分の株式等の譲渡に係る金額の計算上、その

株式を譲渡したことにより生じた損失の金額とみなすことができます（措法37の13の

２①）。
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３３３３３３ 特特特特特特定定定定定定株株株株株株式式式式式式にににににに係係係係係係るるるるるる譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡損損損損損損失失失失失失のののののの金金金金金金額額額額額額のののののの繰繰繰繰繰繰越越越越越越控控控控控控除除除除除除のののののの特特特特特特例例例例例例

確定申告書を提出する居住者等が、その年の前年以前３年以内の各年において生じ

た「特定株式に係る譲渡損失の金額（この特例の適用を受けることにより前年以前に

おいて控除されたものを除きます。）」のうち、その確定申告書に係る年分の株式等

に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除し切れない金額を有するときは、

一定の要件の下で、その控除し切れない金額は、その年の翌年以後３年以内の各年分

の株式等に係る譲渡所得の金額からの繰越控除が認められます（措法37の13の２④）。

図表Ⅱ－６ ベンチャー企業が事業に失敗し、損失が生じた場合の優遇

翌 年 ２年目 ３年目

投 資 譲渡損

譲渡損

※ 上場等の前に譲渡等による損失が生じたときは、
投資額

翌年以後３年間の繰越控除

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 特特特特特特定定定定定定新新新新新新規規規規規規中中中中中中小小小小小小会会会会会会社社社社社社がががががが発発発発発発行行行行行行ししししししたたたたたた株株株株株株式式式式式式をををををを取取取取取取得得得得得得ししししししたたたたたた場場場場場場合合合合合合のののののの課課課課課課税税税税税税のののののの特特特特特特例例例例例例制制制制制制度度度度度度（（（（（（現現現現現現行行行行行行））））））のののののの概概概概概概

要要要要要要

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例制度の概要について教

えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 特定新規中小会社が発行した特定新規株式を払込取得した場合には、その取得に要

した金額を寄附金控除することができます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 居住者等が、特定新規中小会社により発行される株式（以下「特定新規株式」と

いいます。）を払込み（その株式の発行に際してするものに限ります。）により取得を

した場合において、その居住者等がその年中にその払込みにより取得をした特定新規株

式の取得に要した金額（その金額の合計額が800万円を超える場合には、800万円）につ

いては、「寄附金控除（所法78）」の規定を適用することができます。

なお、この特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた年の翌年以降、その適用

を受けた特定新規株式に係る同一銘柄株式の取得価額を圧縮することができます（措法

41の18の４①，措令26の28の３，措規19の11④⑤）。
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ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 特特特特特特定定定定定定中中中中中中小小小小小小会会会会会会社社社社社社及及及及及及びびびびびび特特特特特特定定定定定定新新新新新新規規規規規規中中中中中中小小小小小小会会会会会会社社社社社社のののののの区区区区区区分分分分分分

特定中小会社及び特定新規中小会社（以下「特定中小会社等」といいます。）に対し

て、個人投資家が投資を行った場合に適用される特例制度を「いわゆるエンジェル税制

」といいます。

そこで、特定中小会社等の定義の相違点と投資した年に受けられるエンジェル税制の

概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt いずれも「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第７条に規定する特定新

規中小企業者に該当する株式会社」が適用範囲とされています。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 特定中小会社とは、エンジェル税制の対象となる特定株式を発行する株式会社（

措法37の13①）とされており、特定中小会社に投資を行った個人投資家に対しては、設

立、投資、譲渡及び解散等のタイミングに応じて、「①特定株式の取得に要した金額の

控除等（措法37の13）」、「②価値喪失株式に係る損失の金額の特例（措法37の13の２

①）」及び「③特定株式に係る譲渡損失の金額の繰越控除の特例（措法37の13の２④）」

の規定が適用できます。

これに対して、特定新規中小会社とは、エンジェル税制の対象となる特定新規株式を

発行する株式会社（措法41の18の４①）とされており、特定新規中小会社に投資を行っ

た個人投資家に対しては、「寄附金控除（所法78）」の規定が適用できます。

なお、特定中小会社等のいずれの区分においても「中小企業の新たな事業活動の促進

に関する法律第６条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社」が適用範囲に

含まれており、それぞれの適用要件に該当すれば、どちらかの特例規定が選択可能とさ

れています。
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図表Ⅱ－７ エンジェル税制の概要（投資した年に受けられる所得税の優遇制度）

特定中小会社が発行した株式に係 特定新規中小会社が発行した株式

項 目 る課税の特例制度 を取得した場合の課税の特例制度

優遇措置の内容 株式投資額の株式投資益からの控 株式投資額の所得控除による減税

除による減額

投資先企業要件 設立10年未満の中小企業 設立５年未満の中小企業

営業キャッシュフロー赤字

新しい事業活動をする会社（①～④の要件を満たす）であること

① 新事業活動従事者が２人以上かつ常勤の役員・従業員の10％以

上

② 試験研究費等割合の要件３ ② 試験研究費等割合の要件５％

％超，５％超 超

③ 売上高成長率25％超

④ 外部株主割合１/６超

大企業の子会社でないこと

控除上限金額 控除対象となる投資額の上限なし 次のいずれか低い金額

① 800万円

② 総所得金額×40％

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 保保保保保保有有有有有有株株株株株株式式式式式式のののののの売売売売売売却却却却却却益益益益益益をををををを再再再再再再投投投投投投資資資資資資ししししししたたたたたた場場場場場場合合合合合合ののののののエエエエエエンンンンンンジジジジジジェェェェェェルルルルルル税税税税税税制制制制制制のののののの創創創創創創設設設設設設

スタートアップは、社会的課題を成長のエンジンに転換し、持続可能な経済社会を実

現する可能性を秘めています。創業数と創業規模の両面でわが国のスタートアップの成

長を促していくためには、「創業」、「事業展開」及び「出口」の各段階を通じたイン

センティブの充実が極めて重要と考えられています。

令和５年度税制改正では、スタートアップ創出元年としてスタートアップへの投資額

の５年10倍増に向けて、自らリスクを取って出資する創業者の行為を金銭面から力強く

後押しするため、特定新規中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控

除等の特例（いわゆる保有株式の売却益を再投資した場合のエンジェル税制）が創設さ

れたそうですが、その内容について教えて下さ い。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合には、再投資分につき20億円を上

限に株式譲渡益が非課税とされる制度が創設されます。この上限額は、米国のＱＳＢＳ

に係る株式譲渡益の非課税措置の規模（約13.5億円）を上回る金額とされています。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 令和５年４月１日以後に、その設立の日の属する年12月31日において中小企業等

経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期

間が１年未満であることその他の一定の要件を満たすものによりその設立の際に発行さ

れる株式（以下「設立特定株式」といいます。）を払込みにより取得をした居住者等（

その株式会社の発起人であることその他の一定の要件を満たすものに限ります。）は、

その年分の一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額
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からその設立特定株式の取得に要した金額の合計額（その一般株式等に係る譲渡所得等

の金額及びその上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を限度）を控除する特例が

創設され、特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定新規中小

会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例と選択して適用できることとされます

（措法37の13の２，41の18の４）

この場合において、その取得をした設立特定株式の取得価額は、その控除をした金額

のうち20億円を超える部分の金額をその取得に要した金額から控除した金額とされます

（措令25の12の２）。

図表Ⅱ－８ 保有株式の売却益を再投資した場合のエンジェル税制の創設

投資家（エンジェル） 自己資金で起業

譲 渡 益 再投資 取得価額

株

価 【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】再投資分は非課税（上限20億円）
取得価額

上限を超えた分は課税の繰延べ可

≪投資時点≫ ≪売却時点≫

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用対対対対対対象象象象象象会会会会会会社社社社社社

Ｑ４の適用対象とされる会社は、どのような会社とされるのか教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法に規定する特定新

規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が１年未満であることその

他の一定の要件を満たすものとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr その設立の日の属する年12月31日において中小企業等経営強化法に規定する特定

新規中小企業者に該当する株式会社で、次に掲げる要件を満たすものとされます（措令

25の12⑧⑨，措規18の15の２）。

① その設立の日以後の期間が１年未満の中小企業者であること。

② 販売費及び一般管理費の出資金額に対する割合が100分の30を超えることその他の要

件を満たすこと。

③ 特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の100分の99を超える会

社でないこと。

④ 金融商品取引所に上場されている株式等の発行者である会社でないこと。

⑤ 発行済株式の総数の２分の１を超える数の株式が一の大規模法人及びその大規模法

人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社又は発行済株式の総数の３分の２

以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会
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社でないこと。

⑥ 風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う会社でないこと。

ＱＱＱＱＱＱ６６６６６６ ププププププレレレレレレシシシシシシーーーーーードドドドドド・・・・・・シシシシシシーーーーーードドドドドド期期期期期期ののののののススススススタタタタタターーーーーートトトトトトアアアアアアッッッッッッププププププへへへへへへのののののの投投投投投投資資資資資資へへへへへへののののののエエエエエエンンンンンンジジジジジジェェェェェェルルルルルル税税税税税税制制制制制制のののののの創創創創創創設設設設設設

事業化前段階（プレシード・シード期）では、事業成功の見通しが不透明でリスクが

高い投資領域で機関投資家が投資しにくいステージとなっています。

令和５年度税制改正では、特に資金の集まりにくい創業初期のプレシード・シード期

におけるエンジェル投資家からのスタートアップへの投資を一層呼び込むため、エンジ

ェル税制の要件緩和が行われたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt プレシード・シード期のスタートアップへの投資について、20億円を上限に課税の

繰り延べ制度から非課税制度に変更され、外部資本要件が20分の１（改正前：６分の１）

以上に引き下げる等の見直しが行われます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等及び特定中小会社が発

行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等について、次の見直しが行われます（措法37の

13，37の13の３，措令25の12の２。措規18の15，18の15の２の２）。

① 居住者等が、特定株式（次に掲げる要件を満たすものに限ります。）を払込みによ

り取得をした場合には、その取得をした特定株式の取得価額から控除する特定中小会

社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の適用を受けた金額から、その特定株

式の取得に要した金額の合計額とその取得をした年分の一般株式等に係る譲渡所得等

の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額（20億円を超える場合には、

20億円）とのいずれか低い金額を控除することとされます。

イ 中小企業等経営強化法に規定する特定新規中小企業者に該当する株式

会社により発行される株式又は内国法人のうち設立の日以後10年を経過していな

い中小企業者に該当するものその他一定の要件を満たすものにより発行される株式

で投資事業有限責任組合契約に従って取得若しくは電子募集取扱業務により取得を

されるものに該当すること。

ロ その株式を発行した株式会社（その設立の日以後の期間が５年未満のものに限り

ます。）が、設立後の各事業年度の営業損益金額が零未満であり、かつ、その各事

業年度の売上高が零であること又は前事業年度の試験研究費その他中小企業等経営

強化法施行令第３条第１項に規定する費用の合計額の出資金額に対する割合が100分

の30を超えることその他の要件を満たすものであること。

② 適用対象となる特定新規中小企業者（上記①ロの要件を満たす株式会社に限ります。）

の特定の株主グループの有する株式の総数が発行済株式の総数の６分の５を超える会

社でないこととの要件については、特定の株主グループの有する株式の総数が発行済

株式の総数の20分の19を超える会社でないこととされます。
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【【【【【【ココココココララララララムムムムムム：：：：：：ププププププレレレレレレシシシシシシーーーーーードドドドドド・・・・・・シシシシシシーーーーーードドドドドド期期期期期期ののののののススススススタタタタタターーーーーートトトトトトアアアアアアッッッッッッププププププととととととはははははは】】】】】】

プレシード・シード期（ビジネスコンセプト及びビジネスモデルはあるが、プロダク

トが存在しない段階）とは、現行のエンジェル税制の対象企業である未上場ベンチャー

企業のうち、①設立５年未満、②前事業年度まで売上が生じていない又は売上が生じて

いるが前事業年度の試験研究費等が出資金の30％超、③営業損益がマイナス、等という

状況であることを指します。

ＱＱＱＱＱＱ７７７７７７ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ４及びＱ６のスタートアップへの投資に係るエンジェル税制の措置の拡充の適用関

係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ４及びＱ６の改正は、令和５年４月１日から適用されます（令和５年改正法附

則１，令和５年改正措令附則１，５，令和５年改正措規附則１）。

ＱＱＱＱＱＱ８８８８８８ 譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡段段段段段段階階階階階階ででででででのののののの優優優優優優遇遇遇遇遇遇措措措措措措置置置置置置

Ｑ４及びＱ６に掲げるスタートアップ株式の売却により損失が生じた場合の取り扱い

について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt その年の他の株式譲渡益からその損失額が控除可能とされます。また、控除しきれ

なかった損失額については、翌年以降３年間にわたって繰越控除が可能とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用対象となる株式

の範囲に、Ｑ４の居住者等が取得した設立特定株式が追加されます（措法37の13の３①）。

ＱＱＱＱＱＱ９９９９９９ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ８のスタートアップへの投資に係るエンジェル税制の譲渡段階での優遇措置の拡充

の適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年10月１日以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ８の改正は、令和５年10月１日から適用されます（令和５年改正法附則１二ロ）。
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ⅢⅢⅢⅢⅢⅢ 住住住住住住宅宅宅宅宅宅土土土土土土地地地地地地税税税税税税制制制制制制

１１１１１１ 空空空空空空きききききき家家家家家家にににににに係係係係係係るるるるるる譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡所所所所所所得得得得得得のののののの333333,,,,,,000000000000000000万万万万万万円円円円円円特特特特特特別別別別別別控控控控控控除除除除除除のののののの特特特特特特例例例例例例のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充等等等等等等

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

改正前の空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の特例制度の概要について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続

人が必要な耐震改修又は除却を行った上で、家屋又は土地を売却した場合には、その譲

渡益から3,000万円の特別控除をすることができます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続又は遺贈（死因贈与を含みます。）による被相続人居住用家屋及び被相続人

居住用家屋の敷地等の取得をした相続人が、平成28年４月１日から令和５年12月31日ま

での間に、次に掲げる譲渡（その相続の開始があった日から同日以後３年を経過する日

の属する年の12月31日までの間にしたものに限るものとされ、その譲渡の対価の額が１

億円を超えるものを除きます。以下「対象譲渡」といいます。）をした場合には、居住

用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、居住用財産の譲渡をした場合の3,00

0万円特別控除を適用することができます（旧措法35③）。

① その被相続人居住用家屋（次に掲げる要件を満たすものに限ります。）の譲渡又は

その被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡であ

ること。

イ その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供され

ていたことがないこと。

ロ その譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適

合するものであること（措令23⑤⑫）

② その被相続人居住用家屋（イに掲げる要件を満たすものに限ります。）の除却をし

た後におけるその敷地の用に供されていた土地等（ロに掲げる要件を満たすものに限

ります。）の譲渡であること。

イ その相続の時からその除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供され

ていたことがないこと。

ロ その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供され

ていたことがないこと。
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図表Ⅲ－１ 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

被相続人の

居住の用に 空き家 耐震改修

供していた 相続 （旧耐震基準） 耐震改修 （新耐震基準）

家 屋

敷 地 敷 地 敷 地

除却

更 地

譲 渡

3,000万円の特別控除

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用対対対対対対象象象象象象範範範範範範囲囲囲囲囲囲のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充

平成28年度税制改正では、空き家の発生を抑制し、地域住民の生活環境への悪影響を

未然に防ぐために、空き家に係る譲渡所得の特別控除の3,000万円特例制度が創設され

ました。しかし、その適用対象が、譲渡前に売主が除却又は耐震改修工事を実施する必

要があり、これら工事の発注等に係る負担を理由として売主が空き家を放置するケース

が問題とされていました。

令和５年度税制改正では、空き家の発生する原因の過半数以上が相続を機に発生して

いる現況から、相続人が空き家を早期に譲渡（有効活用）できるように適用対象範囲が

拡充されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年２月15日までに耐震改修又

は除却の工事を行った場合には、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の適用対象となる相続人が相続

若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋（その相続の時からその譲渡の時ま

で事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限ります。）の

一定の譲渡又はその被相続人居住用家屋とともにするその相続若しくは遺贈により取得

をした被相続人居住用家屋の敷地等（その相続の時からその譲渡の時まで事業の用、貸

付けの用又は居住の用に供されていたことがないものに限ります。）の一定の譲渡をし
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た場合において、その被相続人居住用家屋がその譲渡の時からその譲渡の日の属する年

の翌年２月15日までの間に次に掲げる場合に該当することとなったときは、本特例を適

用することができることとされます（措法35③，措規18の２②二）。

① 耐震基準に適合することとなった場合

② その全部の取壊し若しくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

図表Ⅲ－２ 適用対象範囲の拡充

被相続人の

居住の用に 空き家 耐震改修

供していた 相続 （旧耐震基準） 耐震改修 （新耐震基準）

家 屋

敷 地 敷 地 敷 地

除却

更 地

譲 渡 【【【【【【改改改改改改正正正正正正前前前前前前】】】】】】売主が工事を実施

【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】買主が一括して

工事可
3,000万円の特別控除

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 特特特特特特別別別別別別控控控控控控除除除除除除額額額額額額のののののの制制制制制制限限限限限限

Ｑ２における特別控除額に制限が設けられたそうですが、その内容について教えて下

さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 相続人の数が３人以上である場合における特別控除額が2,000万円（改正前：3,00

0万円）に引き下げられます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得

をした相続人の数が３人以上である場合における特別控除額が2,000万円（その年に居住

用財産につき居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受ける者にあっては、

3,000万円の範囲内において一定の金額）に引き下げられます（措法35④，措令23⑥⑦，

措規18の２⑤）。
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図表Ⅲ－３ 相続人の数が３人の場合の特別控除額

区 分 改 正 前 改 正 後

特別控除額 3,000万円 2,000万円

特別控除額の上限額 9,000万円 6,000万円

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用期期期期期期限限限限限限のののののの延延延延延延長長長長長長

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の適用期限の延長について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 適用期限が令和９年12月31日まで延長されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２からＱ３までの見直しが行われた上、その適用期限が令和９年12月31日（改

正前：令和５年12月31日）まで４年延長されます（措法35③）。

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２からＱ４に掲げる空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例の拡充等の

適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 上記Ｑ２からＱ４の改正は、個人が令和６年１月１日以後に行う被相続人居住用

家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について適用され、令和５年12月31日以前

に行った被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡については、なお

従前の例によります（令和５年改正法附則32③，令和５年改正措令附則１三，令和５年

改正措規附則１三）。

２２２２２２ 低低低低低低未未未未未未利利利利利利用用用用用用土土土土土土地地地地地地等等等等等等をををををを譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡ししししししたたたたたた場場場場場場合合合合合合のののののの長長長長長長期期期期期期譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡所所所所所所得得得得得得のののののの111111000000000000万万万万万万円円円円円円特特特特特特別別別別別別控控控控控控除除除除除除のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

地方部においては、①想定したよりも売却収入が低いこと、②相対的に測量費、解体

費等の譲渡費用の負担が重いこと、③様々な費用の支出があった上にさらに課される譲

渡所得税の負担感が大きいこと等の理由により、土地を売らずに低未利用土地等（空き

地）として放置され、世帯所有の「宅地」の約10％が空き地となっています。

令和２年度税制改正では、少額な低未利用土地等（空き地）について、売り主の取引

にあたっての負担感を軽減することで、現所有者が土地を売却するインセンティブを付

与し、土地に新たな価値を見出す者への譲渡を促進する制度が創設されました。

その改正前の制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 個人が、譲渡価額500万円以下であって、都市計画区域内にある低未利用土地等を
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譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除できることとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 個人が、都市計画区域内にある低未利用土地又は低未利用土地の上に存する権利

（以下「低未利用土地等」といいます。）で、その年１月１日において所有期間が５年

を超えるものの譲渡（特別の関係がある者に対してするもの及びその対価（その譲渡と

ともにしたその低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価を含みます。）の額が500万

円を超えるものを除きます。）を令和２年７月１日から令和４年12月31日までの間にし

た場合（その譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限ります。）には、そ

の年中の低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から100万円（その長期譲渡所

得の金額が100万円に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額）を控除することがで

きることとされます（旧措法35の３①，令和２年改正法附則64，令和２年改正地法附則

34）。

ただし、本特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地からその

年の前年又は前々年に分筆された土地又はその土地の上に存する権利の譲渡をその前年

又は前々年中にした場合において、その者がその譲渡につき本特例の適用を受けている

ときは、その低未利用土地等については本特例の適用ができないこととされます（旧措

法35の３③）。

図表Ⅲ－４ 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除（改正前）

≪Ａ氏≫ ≪Ｂ氏≫

・ 所有期間５年超

・ 都市計画区域内 譲渡(500万円以下)

低未利用地 低未利用地 利 用

111111000000000000万万万万円円円円特特特特別別別別控控控控除除除除

低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用を市区町村が確認

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用対対対対対対象象象象象象ととととととななななななるるるるるる利利利利利利用用用用用用用用用用用用途途途途途途のののののの制制制制制制限限限限限限

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除の適用対象となる

利用が制限されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt コインパーキングが除外されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、いわゆるコ

インパーキングが除外されます。
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ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 譲譲譲譲譲譲渡渡渡渡渡渡価価価価価価額額額額額額要要要要要要件件件件件件のののののの引引引引引引きききききき上上上上上上げげげげげげ

新たな利用意思を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保すること

により、更なる所有者不明土地の発生を予防する観点から、譲渡価額の要件が引き上げ

られたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt ①市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地、

②所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地の譲渡価

額の要件が800万円以下に引き上げられます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除について、次に

掲げる区域内にある低未利用土地等を譲渡する場合における低未利用土地等の譲渡対価

に係る要件が800万円以下（改正前：500万円以下）に引き上げられます（措法35の３②，

措令23の３②，措規18の３の２①②）。

① 市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域（用途

地域が定められている区域に限ります。）

② 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対

策計画を作成した市町村の区域

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用期期期期期期限限限限限限のののののの延延延延延延長長長長長長

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除の適用期限の延長

について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和７年12月31日まで３年延長されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２からＱ３までの見直しが行われた上、その適用期限が令和７年12月31日（改

正前：令和４年12月31日）まで３年延長されます（措法35の３①）。

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２からＱ４に掲げる低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別

控除の見直しの適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年１月１日以後の譲渡から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２からＱ４の改正は、令和５年１月１日以後に行う低未利用土地等の譲渡につ

いて適用され、令和４年12月31日以前に行った低未利用土地等の譲渡については、なお

従前の例によります（令和５年改正法附則32④）。
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ⅣⅣⅣⅣⅣⅣ 資資資資資資産産産産産産課課課課課課税税税税税税

１１１１１１ 相相相相相相続続続続続続時時時時時時精精精精精精算算算算算算課課課課課課税税税税税税制制制制制制度度度度度度のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

生前贈与の活用のうち、相続時精算課税制度によって後継者への財産移転を行おうと

思いますが、改正前の相続時精算課税制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子又は孫に贈与した財産に係

る贈与税の課税価格から2,500万円が控除されますが、その贈与財産の贈与時の時価相当

額が相続財産として課税されます。

なお、相続時精算課税を選択適用した場合には、その贈与者からの贈与について暦年

課税制度が適用できなくなります。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 贈与により財産を取得した受贈者は、暦年課税制度に代えて、相続時精算課税制

度の適用を受けることを選択できます。

相続時精算課税制度は、18歳以上の子又は孫が60歳以上の親又は祖父母から受ける贈

与について、贈与時に軽減された贈与税を納付（贈与時の特別控除の枠は累積で2,500万

円を限度として複数年にわたって使用し、特別控除の枠を超える部分は一律20％の税率

で課税）し、相続時にその贈与により取得した財産の価額と相続又は遺贈により取得し

た財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額（3,000万円に法定相

続人１人につき600万円を加えた金額を相続税の基礎控除として課税価格から控除して計

算）から、既に納付した相続時精算課税における贈与税の税額に相当する金額を控除し

た金額をもって、その納付すべき相続税額とします。この場合、相続税額から控除しき

れない贈与税の税額に相当する金額については、還付を受けることができます。

なお、相続時精算課税制度を選択すると、その選択の撤回はできないため、その後の

同一の贈与者からの贈与はすべて相続財産に合算されることとなります（措法21の９～

21の18。

相続時精算課税制度の選択は、相続税がかからない（相続財産価額と相続時精算課税

における贈与財産の価額との合計額が相続税の基礎控除額以下）者について、特別控除

枠である2,500万円までの多額の金銭等を早期に贈与する場合に有効活用できます。

また、生前贈与した株式等の財産の評価額が相続開始時までに上昇すれば、値上がり

分に対する相続税の負担を回避できることとなります。

相続時精算課税制度の仕組みは、図表Ⅳ－１のとおりとされます。
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図表Ⅳ－１ 相続時精算課税制度の仕組み（改正前）

≪前提：法定相続人：子１人≫

贈与 ①
贈与財産

2,000万円

② 贈与 ③ 4,000万円

所有財産 【【【【【【贈贈贈贈贈贈与与与与与与税税税税税税非非非非非非課課課課課課税税税税税税】】】】】】 2,000万円

④ 500万円
⑤

１億円 相続財産

【【【【【【贈贈贈贈贈贈与与与与与与税税税税税税】】】】】】

1,500万円×20％＝ 300万円 6,000万円

⑥【【【【【【相相相相相相続続続続続続税税税税税税】】】】】】
相続税の基礎控除

１億円－3,600万円＝6,400万円

6,400万円×30％－700万円＝1,220万円

1,220万円－300万円 ＝ 920万円

≪≪≪≪≪≪相相相相相相続続続続続続税税税税税税納納納納納納付付付付付付ののののののケケケケケケーーーーーーススススススのののののの説説説説説説明明明明明明≫≫≫≫≫≫

① 所有財産１億円のうち、2,000万円を相続時精算課税制度により贈与することとし

ました。

② 贈与された2,000万円は、贈与税の特別控除の枠の範囲内であるので贈与税は非課

税とされます。

③ 残りの所有財産8,000万円のうち、2,000万円を贈与することとしました。この場

合、上記①のように一度相続時精算課税制度により贈与を行えば、同一の者からは

暦年課税制度による贈与は受けられません。

④ 贈与された2,000万円のうち、相続時精算課税制度による特別控除の枠2,500万円

から既に上記②で控除した金額2,000万円を控除した残額500万円が非課税とされま

す。

⑤ 上記④の贈与税の特別控除の枠を超える部分1,500万円に対して、税率20％で贈与

税300万円が課税されます。

⑥ 相続開始の時における残存財産6,000万円と上記①及び③の相続時精算課税制度を

適用した贈与財産の価額4,000万円とを合計した10,000万円を相続税の課税価格とし

て計算（相続税の基礎控除額は3,000万円＋600万円×１人＝3,600万円）した相続税

額1,220万円から、既に上記⑤で納付した相続時精算課税制度における贈与税の税額

300万円を控除した金額920万円をもって、納付すべき相続税額とされます。
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 基基基基基基礎礎礎礎礎礎控控控控控控除除除除除除のののののの創創創創創創設設設設設設

相続時精算課税制度は、平成15年度に次世代への早期の資産移転と有効活用を通じた

経済社会の活性化の観点から導入されましたが、選択後は生前贈与か相続かによって税

負担は変わらず、資産移転の時期に中立的な仕組みとなっています。

令和５年度税制改正では、申告等に係る事務負担を軽減する等の観点から、相続時精

算課税制度の使い勝手を向上させるための見直しが行われたそうですが、その見直しの

内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 暦年課税との選択制は維持しつつ、相続時精算課税を選択した場合でも、毎年、暦

年課税と同水準の基礎控除110万円までの贈与税が非課税とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者から贈与により取得した財

産に係るその年分の贈与税については、現行の特別控除2,500万円とは別途、課税価格か

ら基礎控除110万円が控除できることとされます（相法21の11の２①，措法70の３の２①）。

この場合において、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定

贈与者から贈与により取得した財産の価額は、基礎控除110万円の控除をした後の残額と

されます（相法21の15①②，21の16②③，措法70の３の２②，相規12一，13①六・七）。

この改正により、生前にまとまった財産を贈与しにくかった者にとっても、相続時精

算課税を活用することで、次世代に資産を移転しやすい税制となります。

図表Ⅳ－２ 相続時精算課税制度における基礎控除の創設

≪前提：法定相続人：子１人≫

贈与 ① 贈与財産

2,500万円 2,500万円

② 毎年贈与 ④
【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】加算されない

所有財産 【【【【【【贈贈贈贈贈贈与与与与与与税税税税税税非非非非非非課課課課課課税税税税税税】】】】】】 110万円×10

１億円 ③ 1,100万円 相続財産

6,400万円

⑤【【【【【【相相相相相相続続続続続続税税税税税税】】】】】】
相続税の基礎控除

8,900万円－3,600万円＝5,300万円

5,300万円×30％－700万円＝ 890万円
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≪≪≪≪≪≪相相相相相相続続続続続続税税税税税税納納納納納納付付付付付付ののののののケケケケケケーーーーーーススススススのののののの説説説説説説明明明明明明≫≫≫≫≫≫

① 所有財産１億円のうち、2,500万円を相続時精算課税制度により贈与することとし

ました。

② 贈与された2,500万円は、贈与税の特別控除の枠の範囲内であるので贈与税は非課

税とされます。

③ 残りの所有財産7,500万円のうち、110万円を毎年贈与（10年間）することとしま

した。暦年課税との選択制は維持しつつ、相続時精算課税を選択した場合でも、毎

年、基礎控除110万円が贈与税は非課税とされます。

④ 特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与

により取得した財産の価額は、基礎控除110万円の控除をした後の残額とされますの

で、毎年10年間110万円ずつ贈与された1,100万円は、相続税の課税価格に加算され

ません。

⑤ 相続開始の時における残存財産6,400万円と上記①の相続時精算課税制度を適用し

た贈与財産の価額2,500万円とを合計した8,900万円を相続税の課税価格として計算

（相続税の基礎控除額は3,000万円＋600万円×１人＝3,600万円）した金額890万円

が納付すべき相続税額とされます。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 贈贈贈贈贈贈与与与与与与税税税税税税のののののの特特特特特特別別別別別別控控控控控控除除除除除除額額額額額額

Ｑ２の相続時精算課税制度における特別控除額の計算方法について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 創設された基礎控除を先に控除できます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者から贈与により取得した財

産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとのＱ２に掲げる基礎控除の控除

後の贈与税の課税価格から、それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額が控除さ

れます（相法21の12①）。

① 2,500万円（既にこのＱ３の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その

金額の合計額を控除した残額）

② 特定贈与者ごとのＱ２に掲げる基礎控除の控除後の贈与税の課税価格

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 特特特特特特定定定定定定贈贈贈贈贈贈与与与与与与者者者者者者がががががが２２２２２２人人人人人人以以以以以以上上上上上上ああああああるるるるるる場場場場場場合合合合合合

Ｑ２におけて特定贈与者が２人以上ある場合における特定贈与者ごとの贈与税の課税

価格から控除する金額の計算方法について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、それぞれの贈与額に応じて按分するこ

ととされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除について、相続時精算課税適用者がその

年中において２以上の特定贈与者からの贈与により財産を取得した場合には、各特定贈
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与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額は、特定贈与者の異

なるごとに、110万円に特定贈与者ごとの贈与税の課税価格がその課税価格の合計額のう

ちに占める割合を乗じて計算することとされます（相法21の11の２②，相令５の２，措

法70の３の２③，措令40の５の２，相規17①一）。

〔〔〔〔〔〔算算算算算算式式式式式式〕〕〕〕〕〕

各特定贈与者の課税価格 各特定贈与者の贈与税の課税価格
＝110万円×

から控除する金額 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格の合計額

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２からＱ４までにおける相続時精算課税制度における基礎控除の創設の適用関係に

ついて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日以後の贈与から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２からＱ４までの改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に

係る相続税又は贈与税について適用されます（令和５年改正法附則19④，51④，令和５

年改正相令附則１，令和５年改正措令附則１三，令和５年改正相規附則２②）。

ＱＱＱＱＱＱ６６６６６６ 相相相相相相続続続続続続時時時時時時精精精精精精算算算算算算課課課課課課税税税税税税にににににに係係係係係係るるるるるる土土土土土土地地地地地地又又又又又又はははははは建建建建建建物物物物物物のののののの価価価価価価額額額額額額のののののの特特特特特特例例例例例例

平成29年度税制改正では、災害が発生した際の被災者に対して、災害への税制上の対

応の規定の常設化を行う等の対応が行われました。

令和５年度税制改正では、大規模な災害の発生に備え、著しい被害に対する不安を解

消する観点から、相続時精算課税制度により受贈した土地・建物の相続時の取扱いが見

直されたそうですが、その見直された内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 相続時精算課税制度により受贈した財産の価額は、相続税の課税価格の計算上、贈

与時点の時価で固定されますが、土地・建物について、災害により一定以上の被害を受

けた場合には、例外的に、相続税の課税価格を再計算することとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物が、そ

の贈与を受けた日からその特定贈与者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限ま

での間に災害（冷害、雪害、千害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び

鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物によ

る異常な災害とされます。）によって相当の被害を受けた場合（その相続時精算課税適

用者がその土地又は建物をその贈与を受けた日からその災害が発生した日まで引き続き

所有していた場合に限ります。）において、その相続時精算課税適用者が贈与税の納税

地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その相続税の課税価格への加算等の基礎とな

るその土地又は建物の価額は、その贈与の時における価額からその価額のうちその災害

によって被害を受けた部分に対応する金額を控除した金額とされます（措法70の３の３
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①②，措令40の５の３，措規23の６の２）。

なお、上記規定は、相続時精算課税適用者が、災免法の適用を受けた又は受けようと

する場合には、適用できません。

ＱＱＱＱＱＱ７７７７７７ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ６における相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例の適用関係について教

えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ６の改正は、令和６年１月１日以後に生ずる災害により被害を受ける場合につ

いて適用されます（令和５年改正法附則51⑤，令和５年改正措令附則１三）。

２２２２２２ 相相相相相相続続続続続続開開開開開開始始始始始始前前前前前前にににににに贈贈贈贈贈贈与与与与与与ががががががああああああっっっっっったたたたたた場場場場場場合合合合合合のののののの相相相相相相続続続続続続税税税税税税のののののの課課課課課課税税税税税税価価価価価価格格格格格格へへへへへへのののののの加加加加加加算算算算算算期期期期期期間間間間間間等等等等等等

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 暦暦暦暦暦暦年年年年年年課課課課課課税税税税税税ににににににおおおおおおけけけけけけるるるるるる相相相相相相続続続続続続開開開開開開始始始始始始前前前前前前贈贈贈贈贈贈与与与与与与のののののの加加加加加加算算算算算算のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

令和５年度税制改正前の制度では、相続開始前３年以内に受けた贈与は相続財産に加

算することとされています。

令和５年度税制改正では、暦年課税においても、資産移転の時期に対する中立性を高

めていく観点から、相続財産に加算される期間が見直されたそうですが、その見直され

た内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 相続財産に加算する期間が７年に延長されます。その際、過去に受けた贈与の記録

・管理に係る事務負担を軽減する観点から、延長される４年間に受けた贈与のうち総額

100万円までの金額については、相続財産に加算しないこととされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前７年以内（改正前：

３年以内）に相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、

その贈与により取得した財産（以下「加算対象贈与財産」といいます。）の価額（加算

対象贈与財産のうち相続の開始前３年以内に贈与により取得した財産以外の財産につい

ては、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額）を相続税の課税価格に加算

することとされます（相法19①）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１における暦年課税における相続開始前贈与の加算の見直しの適用関係について教

えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日以後の贈与から適用されます。また、相続前贈与の加算期間は、
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令和９年１月１日以降順次延長することとされ、加算期間が７年となるのは令和13年１

月１日以降とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１の改正は、令和６年１月１日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に

ついて適用され、令和５年12月31日以前に贈与により取得した財産に係る相続税につい

ては、なお従前の例によります（令和５年改正法附則19①）。

また、令和６年１月１日から令和８年12月31日までの間に相続又は遺贈（死因贈与及

びその相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で「相続時精算課税の選択（

相法21の９③）」の規定の適用を受けるものに係る贈与を含みます。以下同じ。）によ

り財産を取得する者については、前述した「令和５年改正法附則19①」の規定にかかわ

らず、Ｑ１の規定が適用されます。この場合において、Ｑ１において「７年」とあるの

は、「３年」とされます（令和５年改正法附則19②）。

なお、令和９年１月１日から令和12年12月31日までの間に相続又は遺贈により財産を

取得する者に係るＱ１の規定の適用については、Ｑ１において「その相続の開始前７年

以内」とあるのは、「令和６年１月１日からその相続の開始の日までの間」とされます

（令和５年改正法附則19③）。

図表Ⅳ－３ 暦年課税における相続開始前贈与の加算の見直し

R6 R9 R13
1/1 1/1 1/1

▲

適用開始

３年以内加算

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス１１１１１１≫≫≫≫≫≫
３～７年以内加算

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス２２２２２２≫≫≫≫≫≫
７年以内加算

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス３３３３３３≫≫≫≫≫≫

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス１１１１１１≫≫≫≫≫≫令和８年７月１日死亡の場合は、令和５年７月１日以降に受けた贈与

（３年間）が加算対象とされます。

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス２２２２２２≫≫≫≫≫≫令和10年１月１日死亡の場合は、令和６年１月１日以降に受けた贈与(注)

（４年間）が加算対象とされます。

(注) 令和６年１月１日から死亡日までの贈与

≪≪≪≪≪≪ケケケケケケーーーーーースススススス３３３３３３≫≫≫≫≫≫令和13年７月１日死亡の場合は、令和６年７月１日以降に受けた贈与

（７年間）が加算対象とされます。
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３３３３３３ 直直直直直直系系系系系系尊尊尊尊尊尊属属属属属属かかかかかからららららら教教教教教教育育育育育育資資資資資資金金金金金金のののののの一一一一一一括括括括括括贈贈贈贈贈贈与与与与与与をををををを受受受受受受けけけけけけたたたたたた場場場場場場合合合合合合のののののの贈贈贈贈贈贈与与与与与与税税税税税税のののののの非非非非非非課課課課課課税税税税税税措措措措措措置置置置置置のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 多多多多多多額額額額額額のののののの資資資資資資産産産産産産保保保保保保有有有有有有者者者者者者のののののの死死死死死死亡亡亡亡亡亡時時時時時時のののののの残残残残残残高高高高高高にににににに対対対対対対すすすすすするるるるるる取取取取取取扱扱扱扱扱扱いいいいいいのののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、資産の移転に対して何ら

の税負担も求めない制度とされており、格差の固定化防止等の観点も踏まえながら、不

断の見直しを行っていく必要があります。

令和５年度税制改正では、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、

近年利用件数が減少し、資産を多く保有する者による利用が多い等の状況にあるため、

高額節税的な利用につながらないよう見直されたそうですが、その内容について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 贈与者に係る相続税の課税価格の合計が５億円を超える場合は、受贈者の年齢等に

かかわらず、死亡時の残額が相続財産に加算されることとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場

合において、その贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税

の課税価格の合計額が５億円を超えるときは、①受贈者が23歳未満である場合、②受贈

者が学校等に在学している場合、③受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練

を受講している場合のいずれかに該当する場合であっても、その死亡の日における非課

税拠出額から教育資金支出額を控除した管理残額を、その受贈者が贈与者から相続又は

遺贈により取得したものとみなされます（措法70の２の２⑬，措規23の５の３）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ１における多額の資産保有者の死亡時の残高に対する取扱いの見直しの適用関係に

ついて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る相続税について適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１の改正は、令和５年４月１日以後に信託受益権等を取得する個人（以下「新

法適用者」といいます。）の信託受益権等に係る相続税について適用され、令和５年３

月31日以前に信託受益権等を取得した個人（新法適用者を除きます。）の信託受益権等

に係る相続税については、なお従前の例によります（令和５年改正法附則51②）。
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ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 残残残残残残高高高高高高課課課課課課税税税税税税のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の契約終了時においては、贈与者の死

亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に対して、特例税率を

適用して贈与税が課税されていました。

令和５年度税制改正では、格差の固定化防止等の観点から、節税的な利用につながら

ないように契約終了時の適用税率が見直されたそうですが、その内容について教えて下

さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除

した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 受贈者が30歳に達したこと等により教育資金管理契約が終了した場合において、

非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、その残額

は、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用については、一般贈与

財産とみなされます（措法70の２の２⑰）。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ３における残高課税の見直しの適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ３の改正は、令和５年４月１日以後に信託受益権等を取得する新法適用者の信

託受益権等に係る贈与税について適用され、令和５年３月31日以前に信託受益権等を取

得した個人（新法適用者を除きます。）の信託受益権等に係る贈与税については、なお

従前の例によります（令和５年改正法附則51②）。

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用期期期期期期限限限限限限のののののの延延延延延延長長長長長長

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用期限の延長について教えて下さ

い。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 適用期限が令和８年３月31日まで延長されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１からＱ４までの見直しが行われた上、その適用期限が令和８年３月31日（改

正前：令和５年３月31日）まで３年延長されます（措法70の２の２①）。
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ⅤⅤⅤⅤⅤⅤ 法法法法法法人人人人人人課課課課課課税税税税税税

１１１１１１ オオオオオオーーーーーーププププププンンンンンンイイイイイイノノノノノノベベベベベベーーーーーーシシシシシショョョョョョンンンンンン促促促促促促進進進進進進税税税税税税制制制制制制のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

令和２年度税制改正では、イノベーションの担い手となるスタートアップへの新たな

資金の供給を促進し成長に繋げていくため、国内の事業会社又はコーポレートベンチャ

ーキャピタルが、創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対して出資した場合、その

株式取得価額の25％相当額の所得控除が認められる特別新事業開拓事業者に対し特定事

業活動として出資をした場合の課税の特例（いわゆるオープンイノベーション促進税制

）制度が創設されましたが、その改正前制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 対象会社が、一定のベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合には、

その株式の取得価額の25％相当額の特別控除が可能とされます。ただし、その控除でき

る金額は、特別勘定として経理した金額が限度とされます。

なお、対象会社が、その株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、特

別勘定のうち対応する部分を取り崩し、益金に算入します。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの（以下「対象法人」といい

ます。）が、令和２年４月１日から令和６年３月31日までの間に特定株式を取得し、か

つ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株

式の取得価額の25％以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度

の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとされます（

措法66の13①）。

この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった

場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入します。ただし、その特定株

式の取得から５年を経過した場合は、この限りではありません（措法66の13⑥⑪）。

図表Ⅴ－１ オープンイノベーション促進税制の概要（改正前）

特 別 勘 定
25％ 所 得 控 除

（損金算入）

特定 株式 の ≪取崩し事由≫
所 得 金 額

取 得 価 額 ① 経済産業大臣の確認が取り消され

た場合

② 特定株式を譲渡した場合

③ 配当を受けた場合

④ 発行会社が解散した場合

⑤ 投資法人が解散した場合
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 対対対対対対象象象象象象ととととととななななななるるるるるる特特特特特特定定定定定定株株株株株株式式式式式式のののののの範範範範範範囲囲囲囲囲囲のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充

オープンイノベーション促進税制は、スタートアップへのニューマネー出資の一定額

を所得から控除するという、極めて異例の措置として創設されました。今般、Ｍ＆Ａは

、スタートアップが自社だけでは実現不可能な、大きく・早く成長できる重要な出口戦

略となっています。

令和５年度税制改正では、スタートアップの成長に資するＭ＆Ａを後押しする観点か

ら、対象となる特定株式の範囲が拡充されたそうですが、その内容について教えて下さ

い。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt ニューマネーを伴わない既存の発行済株式の取得に対しても所得控除25％が適用可

能とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 対象となる特定株式に、発行法人以外の者から購入により取得した特別新事業開

拓事業者の株式でその取得により総株主の議決権の過半数を有することとなるものが追

加されます。この場合において、拡充された特定株式に係る対象となる取得価額の上限

は、200億円とされます。また、特定事業活動に係る継続証明の要件に、対象法人による

株式の取得の時に特別新事業開拓事業者が営んでいた事業を引き続き営んでいること等

の要件も追加されます。

なお、拡充された特定株式の要件は、次のとおり現行要件が見直されます。ただし、

その他の要件は現行の特定株式の要件と同様とされます。

① 特定株式の保有見込期間要件における保有見込期間の下限及び特定事業活動に係る

証明の要件のうち特定事業活動を継続する期間は、５年とされます。

② 取得価額要件は、５億円以上とされます。

③ 特別新事業開拓事業者は内国法人に限定されます。

④ 令和５年４月１日以後に特別新事業開拓事業者に出資をして本特例の適用を受けた

後に取得するその特別新事業開拓事業者の株式は対象外とされます。

図表Ⅴ－２ 拡充された特定株式の要件

現行部分 拡充部分

対象株式 新規発行株式 発行済株式

（50％超の取得時）

所得控除上限額 25億円／件(注) 50億円／件(注)

（取得額換算） （100億円／件） （200億円／件）

株式取得下限額 大企業１億円／件 ５億円／件

中小企業1,000万円／件

(注) 令和５年４月１日以降：所得控除上限額12.5億円／件、取得額換算50億円／件
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ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 拡拡拡拡拡拡充充充充充充さささささされれれれれれたたたたたた特特特特特特定定定定定定株株株株株株式式式式式式のののののの取取取取取取りりりりりり崩崩崩崩崩崩しししししし事事事事事事由由由由由由のののののの創創創創創創設設設設設設

スタートアップの成長に真につながるよう、Ｍ＆Ａから５年以内に成長率や投資規模

等の要件を満たした場合には、その後も減税メリットを継続させる仕組みとし、スター

トアップの成長を強力に促すものとするため、拡充された特定株式に係る特別勘定の取

崩し事由が創設されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 特定株式の取得から５年を経過した場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金

算入します。ただし、その取得の日から５年以内に、成長投資・事業成長の要件を満た

さなかった場合等には、所得控除分を一括取り崩して、益金算入します。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２により拡充された特定株式に係る特別勘定の取崩し事由は、次のとおり現行

の取崩し事由を見直した事由とされます。ただし、その他の要件は現行の特定株式の取

崩し事由と同様とされます。

① 特定株式の取得から５年を経過した場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金

算入します。ただし、その取得の日から５年以内に、いずれかの事業年度において、

売上高が1.7倍、かつ、33億円以上となったこと等の成長要件に該当することとなった

場合は、この限りではありません。

② 対象法人を合併法人とする合併により特定株式に係る特別新事業開拓事業者が解散

した場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金算入します。

③ 対象法人が特定株式に係る特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の過半数を有し

ないこととなった場合には、特別勘定の金額を取り崩して、益金算入します。

④ 上記①ただし書の場合において、特定株式の取得の日から５年を経過した後に現行

の取崩し事由（特定事業活動に係る継続証明がされなかったことの事由及び特定株式

を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があったことの事由を

除きます。）に該当することとなったときは、その事由に応じた特別勘定の金額を取

り崩して、益金算入します。

⑤ 上記①ただし書の場合において、特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合

等の出資額割合が減少したときは、その減少割合に応じた特別勘定の金額を取り崩し

て、益金算入します。

⑥ 上記①ただし書の場合において、特定株式につき剰余金の配当を受けたときは、そ

の受けた額の25％相当額の特別勘定の金額を取り崩して、益金算入します。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 新新新新新新規規規規規規発発発発発発行行行行行行さささささされれれれれれたたたたたた特特特特特特定定定定定定株株株株株株式式式式式式のののののの適適適適適適用用用用用用要要要要要要件件件件件件のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

新規発行された特定株式（現行制度部分）の適用要件が見直されたそうですが、その

内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 取得価額の上限が50億円（改正前：100億円）に引き下げる等の見直しが行われま

す。
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AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 払込みにより取得した特定株式について、対象となる取得価額の上限が50億円（

改正前：100億円）に引き下げられます。

また、既にその総株主の議決権の過半数の株式を有している特別新事業開拓事業者に

対する出資を対象から除外するとともに、既に本特例の適用を受けてその総株主の議決

権の過半数に満たない株式を有している特別新事業開拓事業者に対する出資についてそ

の対象を総株主の議決権の過半数を有することとなる場合に限定されます。

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

オープンイノベーション促進税制の適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２からＱ４の改正は、法人の令和５年４月１日以後に開始する事業年度の所得

に対する法人税から適用され、同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税につい

ては、なお従前の例によります（令和５年改正法附則11）。

２２２２２２ 企企企企企企業業業業業業にににににによよよよよよるるるるるる学学学学学学校校校校校校教教教教教教育育育育育育ににににににおおおおおおけけけけけけるるるるるる企企企企企企業業業業業業先先先先先先導導導導導導人人人人人人材材材材材材のののののの育育育育育育成成成成成成

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 指指指指指指定定定定定定寄寄寄寄寄寄附附附附附附金金金金金金のののののの拡拡拡拡拡拡充充充充充充

わが国の生産性向上のためには、社会人のリスキリングだけでなく、私立大学、高等

専門学校及び専門学校等の学校教育において実社会で活躍できる人材の育成を行ってい

くことも重要であり、これには民間企業の教育への積極的な関与により、企業・社会が

求める人材を産学連携して育成できる仕組みが有効と考えられています。

令和５年度税制改正では、私立大学等を設立するための企業による寄附を後押しする

ため、この寄附金を全額損金算入とする税制の枠組みが整備されたそうですが、その内

容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 学校法人等を新設するための法人（学校法人設立準備法人）に対して寄附を行う場

合、これまで必要とされていた個別審査が不要とされ、全額損金算入が可能とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 法人が大学、高等専門学校又は一定の専門学校を設置する学校法人又は準学校法

人の設立を目的とする法人（以下「学校法人設立準備法人」といいます。）に対して支

出する寄附金のうち次のいずれにも該当するもので、その学校法人設立準備法人から財

務大臣に対して届出があった日から令和10年３月31日までの間に支出されるものが、指

定寄附金とされます（学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更に関する審査基準の一部

を改正する告示：文部科学省告示第10号） 。

① その学校法人又は準学校法人の設立前に、その設立に関する認可があることが確実

であると認められる場合においてされる寄附金で、その設立のための費用に充てられ

るものであること。
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② 募集要綱に、学校法人設立準備法人の設立後５年を超えない範囲内において募集要

綱で定める日までに大学、高等専門学校又は一定の専門学校の設置に係る認可を受け

なかった場合には、残額を国又は地方公共団体に寄附する旨の定めがあること。

図表Ⅴ－３ 企業による学校教育における企業先導人材の育成

一般寄附金
学校法人 私 立 大 学

損金算入限度額
企 業 設立準備 高等専門学校

法人設立
指定寄附金 法 人 専 門 学 校

全額損金算入

【【【【【【改改改改改改正正正正正正前前前前前前】】】】】】申請・審査を経て個別に財務大臣指定

【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】次に掲げる全ての要件を満たす寄附金は、申請・審査を経ることなく

事前に包括的な財務大臣指定

① 法人が私立大学、高等専門学校又は専門学校（大学卒業相当）を設

置する学校法人等の設立を目的とする法人（学校法人設立準備法人）

に対して、令和10年３月31日までに支出する寄附金

② 学校法人等の設立前になされ、その設立のための費用に充てられる

寄附金

③ 設置しようとする私立大学等が法人設立後５年以内に認可されない

場合には、国又は地方公共団体に寄附するとして募集された寄附金

３３３３３３ ＤＤＤＤＤＤＸＸＸＸＸＸ（（（（（（デデデデデデジジジジジジタタタタタタルルルルルルトトトトトトラララララランンンンンンススススススフフフフフフォォォォォォーーーーーーメメメメメメーーーーーーシシシシシショョョョョョンンンンンン））））））投投投投投投資資資資資資促促促促促促進進進進進進税税税税税税制制制制制制のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

令和３年度税制改正では、デジタル技術を活用した企業変革（デジタルトランスフォ

ーメーション、以下単に「ＤＸ」といいます。）を促進し、全社レベルのＤＸ計画に基

づく、クラウド技術を活用したハード・ソフトのデジタル関連投資を行った場合には、

事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除（いわゆるＤＸ投資

促進税制）制度が創設されましたが、その改正前の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 税額控除（３％・５％）又は特別控除（30％）が選択適用できます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する認定事業適応事業者で

あるものが、同法の改正法の施行の日（令和３年６月９日又は令和３年６月17日）から

令和５年３月31日までの間に、その事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応

の用に供するために特定ソフトウェアの新設若しくは増設をし又は情報技術事業適応を

実施するために利用するソフトウェアのその利用に係る費用（繰延資産となるものに限

ります。）の支出する場合において、その新設又は増設に係る特定ソフトウェア並びに
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その特定ソフトウェア又はその利用するソフトウェアとともに情報技術事業適応の用に

供する機械装置及び器具備品（主として産業試験研究の用に供される一定のものを除き

ます。）の取得等をして、その事業者の事業の用に供したときは、その取得価額の30％

の特別償却とその取得価額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、

５％）の税額控除との選択適用ができます（旧措法42の12の７①④，旧措令27の12の７

①）。

また、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウェアのその利用に係る費

用を支出した場合には、その支出した費用に係る繰延資産の額の30％の特別償却とその

繰延資産の額の３％（グループ外の事業者とデータ連携をする場合には、５％）の税額

控除との選択適用ができます。ただし、税額控除における控除税額は、カーボンニュー

トラルに向けた投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額

の20％が上限とされます（旧措法42の12の７②⑤）。

なお、所得税についても同様とされます（旧措法10の５の６①～④⑦⑧，旧措令５の

６の６①②④⑤）。

また、法人税の特別償却を法人住民税及び法人事業税に、税額控除を中小企業者等に

係る法人住民税についても同様とされます（令和３年改正地法附則８）。

図表Ⅴ－４ 税制上の優遇措置

対 象 設 備 税 額 控 除 特 別 償 却

ソフトウェア
３％(注3)

繰 延 資 産(注1)
30％

機械及び装置(注2)
５％(注3･4)

器具及び備品(注2)

(注1) 繰延資産は、クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用に限ります。

(注2) 機械及び装置・器具及び備品は、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するも

のに限られます。

(注3) 税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当

期の法人税額の20％が上限とされます。

(注4) 他社とのデータ連携に係るもの
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 主主主主主主務務務務務務大大大大大大臣臣臣臣臣臣のののののの確確確確確確認認認認認認要要要要要要件件件件件件のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

我が国の企業のデジタル技術投資は、約８割が既存システムの維持に充てられていま

す。米国と比較すると、米国企業はビジネスモデル変革や利益・売上増加等を目的にデ

ジタル投資しており、日本企業は業務効率化やコスト削減等を目的に投資が集中してい

います。

令和５年度税制改正では、企業のデジタル人材等の育成・確保等の取り組みを促進す

る観点から、ＤＸ認定基準が見直されたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt デジタル人材等の育成・確保関連事項の提示が要件化されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr デジタルトランスフォーメーション投資促進税制について、次に掲げる主務大臣

の確認要件の見直しが行われます。

① 生産性の向上又は新需要の開拓に関する要件が、売上高が10％以上増加することが

見込まれることとの要件に見直されます。

② 取組類型に関する要件が、対象事業の海外売上高比率が一定割合以上となることが

見込まれることとの要件に見直されます。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ ググググググルルルルルルーーーーーーププププププのののののの定定定定定定義義義義義義

Ｑ１におけるグループの定義について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 会社法上の親子会社関係にある会社によって構成されるグループとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 「グループ」とは、会社法上の①親会社、②子会社、③兄弟会社（その親会社の

自社以外の子会社）の関係にある会社によって構成されるグループとされます。

図表Ⅴ－５ グループ会社のイメージ

≪グループ会社≫ ≪グループ外他法人とのデータ連携≫

〔〔〔〔〔〔税税税税税税額額額額額額控控控控控控除除除除除除３３３３３３％％％％％％又又又又又又はははははは特特特特特特別別別別別別償償償償償償却却却却却却333333000000％％％％％％〕〕〕〕〕〕 〔〔〔〔〔〔税税税税税税額額額額額額控控控控控控除除除除除除５５５５５５％％％％％％又又又又又又はははははは特特特特特特別別別別別別償償償償償償却却却却却却333333000000％％％％％％〕〕〕〕〕〕

Ａ社 Ｅ社

データ データ

Ｂ社 Ｃ社 Ｆ社 Ｇ社

データ データ データ データ

グループ外他法人 グループ外他法人

からのデータ取得 からのデータ取得
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ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用期期期期期期限限限限限限のののののの延延延延延延長長長長長長

デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の適用期限の延長について教えて下

さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和７年３月31日まで２年間延長されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２の見直しが行われた上、その適用期限が令和７年３月31日（改正前：令和５

年３月31日）まで２年延長されます（措法42の12の７①）。

また、令和５年４月１日前に認定の申請をした事業適応計画に従って同日以後に取得

等をする資産については、本制度を適用しないこととする。

なお、所得税についても同様とされます（措法10の５の６①）。

４４４４４４ 中中中中中中小小小小小小企企企企企企業業業業業業向向向向向向けけけけけけ設設設設設設備備備備備備投投投投投投資資資資資資促促促促促促進進進進進進税税税税税税制制制制制制のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

改正前の中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除（いわゆ

る中小企業投資促進税制）の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 中小企業者等は特別償却（30％）、特定中小企業者等は特別償却（30％）又は特別

税額控除（７％）制度の選択適用ができます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 青色申告書を提出する中小企業者等が、平成10年６月１日から令和５年３月31日

までの間において、特定機械装置等の取得等をして国内にあるその法人の事業の用に供

した場合（貸付けの用に供した場合を除きます。以下同じ）には、特別償却（基準取得

価額×30％）が適用できます（旧措法42の６①）。

また、資本金の額等が3,000万円以下の特定中小企業者等については、その特別償却に

代わって特別税額控除（税額控除限度額：基準取得価額×７％）を選択適用することが

できます。

ただし、特別税額控除額の上限については，本制度及び「中小企業経営強化税制（措

法42の12の４）」の特別税額控除における控除税額の合計で、当期の法人税額の20％相

当額を限度とし、控除できなかった金額については１年間の繰越しができます（旧措法

42の６②③）。

なお、所得税についても同様とされます（旧措法10の３①②③）。
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図表Ⅴ－６ 中小企業投資促進税制の概要

区 分 適 用 対 象 資 産 取 得 価 額 要 件

機 械 及 び 装 置 特に指定なし １台又は１基の取得価額が160

万円以上のもの

工 具 測定工具及び検査工具（電気又は それぞれ１台又は１基の取得価

電子を利用するものを含みます） 額が120万円以上のもの(注1)

車両及び運搬具 貨物運搬用の普通自動車のうち

車両総重量3.5ｔ以上のもの

船 舶 内航海運業の用に供されるもの

ソ フ ト ウ ェ ア 電子計算機に対する指令であって 一の取得価額が70万円以上のも

、一の結果を得ることができるよ の

うに組み合わされたもの

① サーバー用オペレーティング

システムのうち一定のもの

② サーバー用仮想化ソフトウェ

アのうち一定のもの

③ データベース管理ソフトウェ

アのうち一定のもの

④ 連携ソフトウェアのうち一定

のもの

⑤ 不正アクセス防御ソフトウェ

アのうち一定のもの

(注1) それぞれ１台又は１基の取得価額が30万円以上で、かつ、一事業年度におけるその

取得価額の合計額が120万円以上のものを含みます。

(注2) 指定事業の拡充等（令和３年度税制改正）

① 対象となる指定事業に次の事業が追加されます。

イ 不動産業

ロ 物品賃貸業

ハ 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業（生活衛生

同業組合の組合員が行うものに限ります。）

② 対象となる法人に商店街振興組合が追加されます。

③ 対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものが除外されます。
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 対対対対対対象象象象象象資資資資資資産産産産産産等等等等等等のののののの縮縮縮縮縮縮小小小小小小等等等等等等

地域経済の中核を担う中小企業の経営状況は、業種により違いも見られますが、エネ

ルギー等を中心としたコストプッシュ型の物価上昇等により、収益環境の悪化が懸念さ

れています。

令和５年度税制改正では、物価高・新型コロナ禍等の中、設備投資に取り組む中小企

業を支援する観点から、中小企業投資促進税制が見直されたそうですが、その内容につ

いて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 対象資産が縮小等されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 中小企業投資促進税制について、次の見直しが行われます（措法42の６①，措令

27の６①二③⑩⑫，措規20の３③⑦）。

① 対象資産から、コインランドリー業（主要な事業であるものを除きます。）の用に

供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものが除外されます。

② 対象資産について、総トン数500ｔ以上の船舶にあっては、環境への負荷の低減に資

する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限定されます。

なお、所得税についても同様とされます（措法10の３①，措令５の５①二③⑫⑬，措

規５の８③⑦）。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用期期期期期期限限限限限限のののののの延延延延延延長長長長長長

中小企業投資促進税制の適用期限の延長について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 適用期限が令和７年３月31日まで２年間延長されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２の見直しが行われた上、その適用期限が令和７年３月31日（改正前：令和５

年３月31日）まで２年延長されます（措法42の６①）。

なお、所得税についても同様とされます（措法10の３①）。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２及びＱ３における中小企業投資促進税制の見直しの適用関係について教えて下さ

い。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年４月１日以後から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２及びＱ３の改正は、令和５年４月１日以後に取得又は製作をする特定機械装

置等について適用され、同日前に取得又は製作をされた特定機械装置等については、な

お従前の例によります（令和５年改正法附則26，39）。
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ⅥⅥⅥⅥⅥⅥ 消消消消消消費費費費費費課課課課課課税税税税税税

１１１１１１ 返返返返返返還還還還還還イイイイイインンンンンンボボボボボボイイイイイイススススススのののののの交交交交交交付付付付付付義義義義義義務務務務務務のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

改正前のインボイス制度における事業者（売り手側）における返還インボイスの交付

義務の制度の概要について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 値引き等を行った際には、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といっ

た返還インボイスの交付義務が必要とされています。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 売上げに係る対価の返還等を行うインボイス発行事業者は、その売上げに係る対

価の返還等を受ける他の事業者に対して、次に掲げる事項が記載された請求書、納品書

その他これらに類する書類（以下「返還インボイス」といいます。）を交付しなければ

なりません（消法57の４③）。また、インボイスの交付に代えて、返還インボイスに係

る電磁的記録を提供することができます（消法57の４⑤）。

① インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 売上げに係る対価の返還等を行う又は行った年月日

③ 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（売

上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である

場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨）

④ 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額を

税率の異なるごとに区分して合計した金額

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 少少少少少少額額額額額額なななななな返返返返返返還還還還還還イイイイイインンンンンンボボボボボボイイイイイイススススススのののののの交交交交交交付付付付付付義義義義義義務務務務務務のののののの免免免免免免除除除除除除のののののの創創創創創創設設設設設設

令和５年10月１日から適用されるインボイス制度では、インボイス発行事業者（売り

手側）には、課税事業者（買い手側）に返品、値引き、割戻し又は決済の際に差し引か

れた振込手数料相当額等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、いわゆる返還インボ

イスの交付義務が課されます。

令和５年度税制改正では、売り手側の事務負担を軽減させる観点から、少額な返還イ

ンボイスの交付義務が免除される制度が創設されたそうですが、その内容について教え

て下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が１万円未満である場合には、その返還

インボイスの交付義務が免除されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr インボイス発行事業者が行う事業の性質上その売上げに係る対価の返還等に際し

返還インボイスを交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合、その売上げに係
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る対価の返還等の金額が少額（１万円未満）であることその他一定で定めるときには、

返還インボイスの交付義務が免除されます（消法57の４③ただし書き，消令70の９③二）。

図表Ⅵ－１ 少額な返還インボイスの交付義務の免除の創設

振込手数料相当額及び値引き等

売り手側 買い手側

返還インボイスの交付義務

【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】少額（１万円未満）であれば不要

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２における少額な返還インボイスの交付義務の免除の創設の適用関係について教え

て下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年10月１日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等に

ついて適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２の改正は、令和５年10月１日以後に国内において事業者が行うインボイスの

交付義務が課される課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適

用されます（令和５年改正法附則20②，令和５年改正消令附則１二）。

２２２２２２ 帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿ののののののみみみみみみのののののの保保保保保保存存存存存存にににににによよよよよよりりりりりり仕仕仕仕仕仕入入入入入入税税税税税税額額額額額額控控控控控控除除除除除除がががががが認認認認認認めめめめめめらららららられれれれれれるるるるるる取取取取取取引引引引引引

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

インボイス制度においては、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係

る帳簿及びインボイス又は簡易インボイス（インボイス等の交付を受けることが困難で

ある場合には、帳簿）の保存が仕入税額控除の要件とされます。

改正前の帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる取引の概要について教えて

下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt ３万円未満の鉄道料金、入場料等、３万円未満の自動販売機及び出張旅費等など、

インボイス等の交付を受けることが困難である場合には、帳簿の保存が仕入税額控除の

要件とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 次に掲げる課税仕入れについては、その課税仕入れを行った事業者においてイン

ボイス等の保存を要せず、帳簿のみの保存により仕入税額控除ができることとされます

（消法30⑦，消令49①，消規15の４）。この場合には、「帳簿のみの保存により仕入税

額控除を受ける旨」を帳簿の摘要欄に記載します。具体的な帳簿への記載方法は、「３
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万円未満の鉄道料金」、「入場料等」、「３万円未満の自動販売機」及び「出張旅費等」

などとされます（インボイスＱ＆Ａ問107）。

① インボイスの交付義務が免除される公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による

旅客の運送

② 簡易インボイスの要件（取引年月日を除きます。）を満たす入場券等が使用の際に

回収される取引

③ 古物営業を営む者がインボイス発行事業者でない者からの古物の購入

④ 質屋を営む者がインボイス発行事業者でない者からの質物の取得

⑤ 宅地建物取引業を営む者がインボイス発行事業者でない者からの建物の購入

⑥ インボイス発行事業者でない者からの再生資源又は再生部品の購入

⑦ インボイスの交付義務が免除される３万円未満の自動販売機及び自動サービス機に

より行われる商品の購入等

⑧ インボイスの交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービ

ス（郵便ポストに差し出されたものに限ります。）

⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等（出張旅費、宿泊費、日当及

び通勤手当）

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 一一一一一一定定定定定定規規規規規規模模模模模模以以以以以以下下下下下下のののののの事事事事事事業業業業業業者者者者者者（（（（（（買買買買買買いいいいいい手手手手手手側側側側側側））））））にににににに対対対対対対すすすすすするるるるるる事事事事事事務務務務務務負負負負負負担担担担担担のののののの軽軽軽軽軽軽減減減減減減措措措措措措置置置置置置のののののの創創創創創創設設設設設設

軽減税率制度の実施のため、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のため領収

書等の証票が必要とされ、インボイスの保存が必要とされています。

令和５年度税制改正では、インボイス制度の円滑な移行とその定着を図る観点から、

中小事業者を含めた一定規模以下の事業者が行う少額の取引について、帳簿のみで仕入

税額控除が可能とされる事務処理の負担軽減措置が６年間の経過措置として創設された

そうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 基準期間における課税売上高が１億円以下又は特定期間における課税売上高が5,0

00万円以下の事業者が行う課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満の取引について

は、インボイス制度の施行から６年間、帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とさ

れます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 基準期間（前々年・前々事業年度）における課税売上高が１億円以下である事業

者が、令和５年10月１日から令和11年９月30日までの間に国内において行う課税仕入れ

について、その課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満である場合には、インボイ

ス等の保存を要せず、帳簿のみの保存により仕入税額控除ができることとされます（平

成28年改正法附則53の２，消令24の２）。

また、基準期間における課税売上高が１億円超であった場合でも、特定期間（前年又

は前事業年度開始の日以後６カ月の期間）における課税売上高が5,000万円以下である事

業者も同様とされます（平成28年改正法附則53の２かっこ書き）。
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３３３３３３ イイイイイインンンンンンボボボボボボイイイイイイスススススス発発発発発発行行行行行行事事事事事事業業業業業業者者者者者者ととととととななななななるるるるるる小小小小小小規規規規規規模模模模模模事事事事事事業業業業業業者者者者者者にににににに係係係係係係るるるるるる税税税税税税額額額額額額控控控控控控除除除除除除にににににに関関関関関関すすすすすするるるるるる経経経経経経過過過過過過措措措措措措置置置置置置のののののの創創創創創創設設設設設設

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ ２２２２２２割割割割割割特特特特特特例例例例例例制制制制制制度度度度度度

課税当局公表による免税事業者のインボイス制度の登録に関するアンケート結果（実

施期間：令和４年８月１日～９月30日・回答数：16,191件）によると、「登録済み」又

は「令和５年３月31日までに登録予定」と回答した割合は23.1％とされており、消費税

を申告したことのない事業者の消費税の申告等の事務負担及び消費税等の急な価格転嫁

などが課税事業者になる際の課題とされています。

令和５年度税制改正では、これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に

なった場合には、負担軽減に配慮した税額控除に関する３年間の経過措置が創設された

そうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 消費税納税額を課税標準額に対する消費税額の２割とする、いわゆる２割特例制度

が申告時に選択適用できることとされます。２割特例制度は、業種にかかわらず、売上

・収入を把握するだけで消費税の申告・納税が可能となり、簡易課税制度に比べても事

務負担が大幅に軽減されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 免税事業者（基準期間における課税売上高が１,000万円以下である事業者）がイ

ンボイス発行事業者の登録をした場合には、令和５年10月１日から令和８年９月30日ま

での日の属する各課税期間において、その課税期間における課税標準額に対する消費税

額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に８割を乗じた額とすること

により、納付すべき消費税額等をその課税標準額に対する消費税額の２割とすることが

できる制度（以下「２割特例制度」といいます。）の選択適用ができます（平成28年改

正法附則51の２①②）。

また、２割特例制度は、免税事業者が課税事業者選択届出書を提出したことにより事

業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合も同様とされます（平成28年改正

法附則51の２①）。

〔〔〔〔〔〔算算算算算算式式式式式式〕〕〕〕〕〕

納付すべき 課税標準額に 課税標準額に
＝ － × 80％

消費税額等 対する消費税額 に対する消費税額

(注) 事前の届出が不要、２年間の継続適用の縛りなし！

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 適適適適適適用用用用用用除除除除除除外外外外外外ととととととさささささされれれれれれるるるるるる課課課課課課税税税税税税期期期期期期間間間間間間

Ｑ１に掲げる２割特例制度が適用されない課税期間があるそうですが、その内容につ

いて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt ２割特例制度はインボイス発行事業者の登録をしなければ、課税事業者にならなか

った事業者を対象とする制度とされます。そこで、納税義務の免除の特例に係る規定に

より事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間は対象とされません。
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AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 次に掲げる課税期間の特例の適用を受ける場合は、２割特例制度の適用は受けら

れません（平成28年改正法附則51の２①）。

① 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合（消法９①）

② 特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例の適用を受ける場合（消

法９の２①）

③ 相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例の適用を受ける場合（消法

10、11、12）

④ 新設法人の納税義務の免除の特例の適用を受ける場合（消法12の２①）

⑤ 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の適用を受ける場合（消法12の３①）

⑥ 課税事業者選択届出書を提出して２年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ

等を行った場合の３年間（消法９⑦）

⑦ 新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けて、本則課税で調整対象固定資

産の仕入れ等を行った場合の３年間（消法12の２②，12の３③）

⑧ 本則課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合の３年間（消法12の４①）

⑨ 高額特定資産について棚卸資産の調整の適用を受けた場合の３年間（消法12の４②）

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 課課課課課課税税税税税税事事事事事事業業業業業業者者者者者者選選選選選選択択択択択択届届届届届届出出出出出出書書書書書書をををををを提提提提提提出出出出出出ししししししたたたたたた課課課課課課税税税税税税期期期期期期間間間間間間

課税事業者選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の

初日から２年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようと

する旨の届出書を提出することができません（いわゆる２年縛り）。

そこで、課税事業者選択届出書を提出した課税期間と２割特例制度の適用を受ける課

税期間との関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年10月１日の属する課税期間が、２年縛りの２年目の課税期間であれば２割

特例は適用できませんが、１年目であれば課税事業者選択不適用届出書を提出すること

によって２割特例の適用が可能とされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr ２割特例制度を適用できる課税期間は、インボイス発行事業者の登録及び課税事

業者選択届出書の提出等がなかったとしたならば事業者免税点制度の適用を受けられる

こととなる課税期間に限られます（平成28年改正法附則51の２①かっこ書き）。

そこで、課税事業者選択届出書の提出により、令和５年10月１日前から引き続き事業

者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間は、２割特例制度

の適用は受けられません（平成28年改正法附則51の２①かっこ書き）。

また、課税事業者選択届出書を提出することにより、令和５年10月１日の属する課税

期間の初日から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる事業者が、インボイ

ス発行事業者の登録申請書を提出している場合には、その課税期間中に課税事業者選択

不適用届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その届出書をその課税期

間の初日の前日に提出したものとみなされ、２割特例制度の適用が可能とされます（平

成28年改正法附則51の２⑤）。
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図表Ⅵ－２ 課税事業者選択届出書を失効させる場合（例：３月決算法人）

≪ケース１：２年縛りの２年目の課税期間≫

課税事業者 イボイス制度施行
R3 R4 R5 R6
4/1 選択届出書 4/1 4/1 10/ 1 4/1

▽ ▼

▲
登録申請 課税事業者（２年縛り）

２割特例

適用不可
≪ケース２：：：：：：２年縛りの１年目の課税期間≫

【【【【【【改改改改改改正正正正正正後後後後後後】】】】】】遡って失効
課税事業者選択

不適用届出書

課税事業者
イボイス制度施行

R3 R4 選択届出書 R5 R6
4/1 4/1 4/1 10/1 4/1

▽ ▼

▲
免税事業者 課税事業者

登録申請

２割特例

適用可

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 手手手手手手続続続続続続規規規規規規定定定定定定

Ｑ１に掲げる２割特例制度の適用を受けようとする場合における手続はどのようにす

れば良いのか教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 確定申告書にその旨を付記するものとされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr インボイス発行事業者がＱ１に掲げる２割特例制度の適用を受けようとする場合

には、確定申告書にその旨を付記（２割特例制度の有・無に〇印を付記）するものとさ

れます（平成28年改正法附則51の２③）。

なお、令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する各課税期間（計４回

の申告）においては、簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者は本則課税制度

と２割特例制度のいずれかを確定申告時に選択適用することが可能とされます。また、

簡易課税制度選択届出書を提出している事業者は、簡易課税制度と２割特例制度のいず

れかを確定申告時に選択適用することが可能とされます（平成28年改正法附則51の２①）。

ただし、簡易課税選択届出書を提出した場合には、２年間の継続適用の縛りが生じま

すので留意して下さい。
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図表Ⅵ－３ ２割特例制度の適用可能期間（例：３月決算法人）

インボイス制度施行

R5 R6 R7 R8 R9
4/1 10/1 4/1 4/1 4/1 9/30 4/1

▼ ▼

２割特例制度の適用可能期間

ＱＱＱＱＱＱ５５５５５５ 簡簡簡簡簡簡易易易易易易課課課課課課税税税税税税制制制制制制度度度度度度へへへへへへのののののの移移移移移移行行行行行行措措措措措措置置置置置置

Ｑ１に掲げる２割特例制度適用を受けたインボイス発行事業者がその適用を受けた後

に簡易課税制度に移行しようとする場合における手続規定について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 簡易課税制度選択届出書を提出した日の属する課税期間からその適用が認められる

こととされます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ１に掲げる２割特例制度の適用を受けたインボイス発行事業者が、その適用を

受けた課税期間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を

所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡易課税制

度の適用ができることとされます（平成28年改正法附則51の２⑥）。

また、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間がある場合も同様と

されます。

図表Ⅵ－４ 簡易課税制度への移行措置（例：３月決算法人）

簡易課税制度選択届出書

インボイス制度施行

R3 課税売上高 R4 課税売上高 R5 R6 R7
4/1 4/1 4/1 10/1 4/1 4/1

1,000万円以下 1,000万円超 ▼

▲
登録申請

免税事業者 課税事業事業者

本則課税 簡易課税

２割特例 ２割特例

選択可 選択不可
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【【【【【【ココココココララララララムムムムムム：：：：：：実実実実実実務務務務務務上上上上上上のののののの留留留留留留意意意意意意点点点点点点】】】】】】

１１１１１１ 一一一一一一定定定定定定期期期期期期間間間間間間のののののの取取取取取取引引引引引引ををををををままままままととととととめめめめめめたたたたたた請請請請請請求求求求求求書書書書書書のののののの交交交交交交付付付付付付

取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求につい

ては１か月分をまとめて請求書を交付した場合、令和５年10月１日からはこれら複

数の納品書及び請求書もってインボイス等とすることができます。

インボイス等とは、前述したⅢ１（P.16参照）の①から⑥の事項が記載された請

求書、納品書等の書類をいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要

はなく、交付された複数の書類相互の関連が明確であり、インボイス等の交付対象

となる取引内容を正確に認識できる方法（例えば、請求書に納品書番号を記載する

など）で交付されていれば、その複数の書類の全体によりインボイス等の記載事項

を満たすこととされます。

そこで、令和５年10月１日からは、次に掲げる対応が考えられます。

① 請求書にインボイス等として必要な事項を全て記載する場合

インボイス等として必要な事項を全て記載することにより、請求書の交付のみ

をもって、インボイス等の交付義務を果たすことができます。この場合、納品書

の様式を変更する必要はありません。

② 請求書のみではインボイス等の記載事項が不足するため、納品書で不足する記

載事項を補完する場合

請求書に、登録番号、税率ごとに区分した消費税額等及び適用税率を記載する

とともに、日々の取引の内容（軽減税率の対象である旨を含みます。）について

は、納品書に記載することにより、２種類の書類でインボイス等の記載事項を満

たことができます。

そこで、この場合、請求書と納品書を交付することにより、インボイス等の交

付義務を果たすことができます。

２２２２２２ 口口口口口口座座座座座座振振振振振振替替替替替替・・・・・・口口口口口口座座座座座座振振振振振振込込込込込込にににににによよよよよよるるるるるる家家家家家家賃賃賃賃賃賃のののののの支支支支支支払払払払払払

事務所家賃の支払い及び専門家への報酬など契約書は作成していますが、請求書

や領収書の交付は受けておらず、家賃及び顧問料等の支払い記録が銀行の通帳に口

座振替・口座振込の記録が残るだけの取引である場合の対応は、次のとおりとされ

ます。

①①①①①① 新新新新新新規規規規規規契契契契契契約約約約約約ににににににおおおおおおけけけけけけるるるるるる対対対対対対応応応応応応

令和５年10月１日以後に仕入税額控除の適用を受けるためには、前述したⅢ１

の①から⑥の事項が記載されたインボイス等の保存が必要とされます。

この場合、口座振替・口座振込による契約書に基づき代金決済が行われ、取引

の都度、請求書や領収書等が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受け

るためには、原則として、前述したⅢ１の①から⑥の事項が記載されたインボイ
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ス等の保存が必要とされます。また、インボイス等は一定期間の取引をまとめて

交付することも可能とされていますので、取引の相手方から一定期間の賃借料・

報酬料等についてのインボイス等の交付を受け、それを保存することによる対応

も可能とされます。

なお、インボイス等として必要な記載事項は、一の書類だけで前述したⅢ１の

①から⑥に掲げる事項の全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事

項の要件を満たせば、それらの書類全体でインボイス等の記載事項を満たすこと

とされます。例えば、口座振替・口座振込により家賃・顧問料等を支払う場合も

、前述したⅢ１の取引年月日以外の事項が記載された契約書とともに、前述した

Ⅲ１の②の取引年月日の事実を示す通帳又は銀行が発行した振込金受領書等を併

せて保存することにより、インボイス等の保存があるものとして仕入税額控除の

要件を満たすこととされます。

②②②②②② 既既既既既既存存存存存存契契契契契契約約約約約約ににににににおおおおおおけけけけけけるるるるるる対対対対対対応応応応応応

令和５年９月30日以前より作成されている契約書（以下「既存契約書」といい

ます。）においては、インボイス等として必要な前述したⅢ１の①から⑥に掲げ

る複数項目の記載事項が不足しているケースが想定されます。この場合には、別

途、不足している記載事項（例：登録番号、適用税率又は消費税額等など）を紙

ベース又はメールなど電子的方法で通知する必要が生じます。既存契約書ととも

にその通知書を保存することによって、インボイス等の保存があるものとして仕

入税額控除の要件を満たすこととされます。

≪≪≪≪≪≪通通通通通通知知知知知知書書書書書書のののののの記記記記記記載載載載載載例例例例例例≫≫≫≫≫≫

令和５年10月１日以降のご案内

××契約書（締結日：○年〇月〇日）と併せて本通知書の保管をお願い致しま

す。

登 録 番 号：Ｔ123456789…

消 費 税 率：10％

月額顧問料（税抜）：×××円

同 上 の 消 費 税 額 等：×××円

＜参考文献：国税庁軽減税率・インボイス制度対応室資料一部筆者加筆

『インボイス等保存方式に関するＱ＆Ａ（令和４年４月改訂）』
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≪≪≪≪≪≪具具具具具具体体体体体体的的的的的的なななななな書書書書書書式式式式式式例例例例例例≫≫≫≫≫≫

イイイイイインンンンンンボボボボボボイイイイイイスススススス制制制制制制度度度度度度にににににに対対対対対対応応応応応応すすすすすするるるるるるたたたたたためめめめめめのののののの通通通通通通知知知知知知書書書書書書

令和 年 月 日

○○○○ 様

税理士法人右山事務所

代表社員 宮森 俊樹

拝啓 秋冷の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のご厚誼にあずかり、厚く御礼申し上げます。

さて、令和５年10月１日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制

度（インボイス等保存方式）が開始されます。

弊所においては、令和４年８月15日にインボイス発行事業者として登録を受けま

したので、御社におかれましては、インボイス制度の適用を受けることができるよ

うになります。しかしながら、同日前に御社との間で締結させて頂いております税

理士法人顧問委嘱契約書では、インボイス制度における消費税仕入税額控除を行う

ために必要な下記に掲げる記載事項が不足しております。

つきましては、インボイス制度の税制に対応するため、本通知書を従前の税理士

法人顧問委嘱契約書とともに保管して頂けると幸いです。 敬具

記

登 録 番 号：Ｔ８０１０４０５００３１０２

消 費 税 率：10％

月 額 顧 問 料（税抜）：××××円

同上に対する消費税額等：××××円

以上
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ⅦⅦⅦⅦⅦⅦ 納納納納納納税税税税税税環環環環環環境境境境境境整整整整整整備備備備備備

１１１１１１ 電電電電電電子子子子子子帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿等等等等等等保保保保保保存存存存存存制制制制制制度度度度度度のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 優優優優優優良良良良良良電電電電電電子子子子子子帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿ののののののイイイイイインンンンンンセセセセセセンンンンンンテテテテテティィィィィィブブブブブブ

令和３年度税制改正では、信頼性確保の観点から優良な電子帳簿としてその普及を促

進するため、インセンティブを設けることで記帳水準の向上を図ることとされたそうで

すが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿（仕訳帳、総勘定元帳等及び

青色申告者の保存帳簿）について、①閲覧用モニター（ＰＣ等）及び説明書を備付けて

いること等、②帳簿間での相互関連性、検索機能及び訂正削除履歴を確保していること

等、の要件を充足して電子保存し、その旨を届出した者については、その電子帳簿（優

良電子帳簿）に関連した過少申告加算税が５％軽減されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 所得税、法人税又は消費税の保存義務が課される帳簿（仕訳帳、総勘定元帳等及

び青色申告者の保存帳簿）について、①閲覧用モニター（ＰＣ等）及び説明書を備付け

ていること等、②帳簿間での相互関連性、検索機能及び訂正削除履歴を確保しているこ

と等、の要件の全てを満たして一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の保存等を行う者

（その旨の届出書をあらかじめ提出した者に限ります。）のその電磁的記録に記録され

た事項に関し所得税、法人税又は消費税に係る修正申告又は更正があった場合（申告漏

れについて、隠蔽し又は仮装された事実がある場合を除きます。）には、その記録され

た事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される

過少申告加算税の額からその申告漏れに係る所得税、法人税又は消費税の５％に相当す

る金額を控除した金額とされます（電帳法８④，電帳令２，３）。

なお、「一定の国税関係帳簿」とは、所得税若しくは法人税の青色申告者が保存しな

ければならないこととされる仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿又は消費税の事業者

が保存しなければならないこととされる帳簿とされます。

図表Ⅶ－１ 優良電子帳簿のシステム要件と税務上のインセンティブ

帳簿の種類 シ ス テ ム 要 件 税制上のインセンティブ

所得税、法人税又は ① 閲覧用モニター（ＰＣ等） 過少申告加算税の額が５％

消費税の保存義務が 及び説明書を備付け 減額（過少申告に係る修正

課される帳簿(注) ② 帳簿間での相互関連性、検索 申告・更正に重加算税対象

機能及び訂正削除履歴を確保 が含まれている場合は除か

③ 事前届出書の提出 れます。）

(注) 仕訳帳、総勘定元帳等及び青色申告者の保存帳簿
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 優優優優優優良良良良良良なななななな電電電電電電子子子子子子帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿のののののの範範範範範範囲囲囲囲囲囲のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

令和３年度税制改正では、会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、

事後検証可能性の高い電子帳簿については、優良な電子帳簿として過少申告加算税の軽

減措置を設けることにより普及を促進することとされ、その他の電子帳簿についても正

規の簿記の原則に従うなど一定の要件を満たす場合には電子帳簿として電子データのま

ま保存することが可能とされました。

令和５年度税制改正では、信頼性の高い電子帳簿への更なる移行を目指す観点から、

過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿の範囲が見直されたそうですが

、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿（所得税・法人税）の

範囲が合理化・明確化され、一層の普及・一般化が図られます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存制度について、一定の国税関係帳簿

に係る電磁的記録の保存等が、国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の

要件等を満たしている場合におけるその国税関係帳簿（以下「優良な電子帳簿」といい

ます。）に係る過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税及び法人税に係る優

良な電子帳簿の範囲が、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿とされます（電帳規５①）。

図表Ⅶ－２ 優良な電子帳簿の対象帳簿（所得税・法人税）の範囲の見直し

改 正 前 改 正 後

優良な電子帳簿に 仕訳帳

係る過少申告加算 総勘定元帳

税の軽減措置の対 その他必要な帳簿（全て） その他必要な帳簿（補助帳簿）に限

象帳簿の範囲 定

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ そそそそそそのののののの他他他他他他必必必必必必要要要要要要なななななな帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿（（（（（（補補補補補補助助助助助助帳帳帳帳帳帳簿簿簿簿簿簿））））））のののののの範範範範範範囲囲囲囲囲囲

Ｑ２に掲げる優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿とされるそ

の他必要な帳簿が補助帳簿に限定されたそうですが、その範囲と記載事項の内容につい

て教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 申告（課税所得）に直接結びつき易い経理誤り全体を是正し易くするか否かといっ

た観点から、その他必要な帳簿が補助帳簿に限定されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿とされる「その他必

要な帳簿」の取引に関する法人税の場合の記載事項については、「損益計算書に記載す

る科目では課税標準及び税額の計算に直接影響を及ぼす科目に関する補助帳簿の全て」

及び「貸借対照表に記載する科目では損益計算書に記載する科目との関連性が強く、そ

の科目の変動について把握する必要性が高い科目に関連する補助帳簿に限定」、との考



-63-

え方から見直しが行われます（電帳規５①）。

なお、具体的な「その他必要な帳簿（補助帳簿）」の範囲とその記載事項は、図表Ⅶ

－３のとおりとされます。

図表Ⅶ－３ その他必要な帳簿（補助帳簿）の範囲と記載事項

範 囲 記 載 事 項

売上帳 売上げ（加工その他の役務の給付その他売上げと同様の性質を有す

るもの等を含みます。）その他収入に関する事項

仕入帳、経費帳 仕入れその他経費又は費用（法人税に係る優良な電子帳簿にあって

（賃金台帳を除 は、賃金、給料手当、法定福利費及び厚生費を除きます。）に関す

きます。） る事項(注1)

売掛帳、貸付帳 売掛金（未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含み

ます。）その他債権に関する事項（当座預金の預入れ及び引出しに

関する事項を除きます。）(注2)

買掛帳、借入帳 買掛金（未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含み

ます。）その他債務に関する事項

受取手形記入帳 手形（融通手形を除きます。）上の債権債務に関する事項

支払手形記入帳

有価証券受払い 有価証券（商品であるものを除きます。）に関する事項（法人税の

簿 み）

固定資産台帳 減価償却資産に関する事項

繰延資産台帳 繰延資産に関する事項

(注1) 所得税の場合は、費用（経費）に関する事項のうち、雇人費、青色専従者給与額及

び福利厚生費（賃金台帳）も優良な電子帳簿の対象とされます。

(注2) 優良な電子帳簿に位置付けられない「その他必要な帳簿」の取引に関する記載事項

の例：現金出納帳（現金の出納に関する事項）、当座預金出納帳（当座預金の預入れ

及び引出しに関する事項）、上記以外の資産台帳（上記以外の資産に関する事項）

(注3) 上記と併せて、対象帳簿の範囲を明確にするための運用上の措置が講じられます。

ＱＱＱＱＱＱ４４４４４４ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２及びＱ３における優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の対象帳簿の

範囲の見直しの適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２及びＱ３の改正は、令和６年１月１日以後に法定申告期限等が到来する所得

税又は法人税について適用されます（令和５年改正電帳規附則３）。
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２２２２２２ 電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引のののののの取取取取取取引引引引引引情情情情情情報報報報報報にににににに係係係係係係るるるるるる電電電電電電磁磁磁磁磁磁的的的的的的記記記記記記録録録録録録のののののの保保保保保保存存存存存存制制制制制制度度度度度度のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 改改改改改改正正正正正正前前前前前前のののののの検検検検検検索索索索索索機機機機機機能能能能能能のののののの確確確確確確保保保保保保要要要要要要件件件件件件のののののの概概概概概概要要要要要要

電子取引（取引情報の授受を電磁的方式により行う取引とされます。以下同じ）の取

引情報に係る電磁的記録の保存制度における検索機能の確保要件の改正前の概要につい

て教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 検索機能の確保要件が、取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されています。

また、税務調査における質問検査権行使に基づくダウンロード要求に応じれば、保存義

務者の判定期間の売上高が1,000万円以下の事業者は全ての検索機能要件が不要とされて

います。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 取引の相手方から電子的に受け取った請求書等の電子データの保存制度における

検索機能の確保要件について、取引等の年月日、取引金額及び取引先に限定されていま

す。

また、保存義務者が国税庁等のその職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロ

ードの求めに応じることとする場合には、範囲指定及び項目を組み合わせて設定できる

機能の確保が不要とされます（旧電帳規３②）。

この場合において、判定期間における売上高が1,000万円以下である保存義務者が、国

税庁等のその職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じること

とする場合にあっては、検索要件の全てが不要とされます（旧電帳規４）。

なお、「判定期間」とは、法人にあっては電子取引が行われた日の属する事業年度の

前々事業年度とされ、個人事業者にあっては電子取引が行われた日の属する年の前々年

の１月１日から12月31日までの期間とされます（電帳規８②三）。

図表Ⅶ－４ 検索確保要件（改正前）

区 分 具 体 的 な 内 容

検 索 項 目 日付、金額及び取引先に限定(注)

検 索 要 件 日付又は金額に係る記録項目につ 保存義務者が国税庁等のその職員

（税務調査に いて、その範囲を指定して条件を の質問検査権行使に基づくダウン

対する対応） 設定 ロードの求めに応じることができ

２以上の任意の記録項目を組み合 るようにしている場合には不要

わせて条件を設定 (注)

(注) 保存義務者が判定期間の売上高が1,000万円以下の事業者は全ての検索要件が不要。
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ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 検検検検検検索索索索索索機機機機機機能能能能能能のののののの確確確確確確保保保保保保のののののの要要要要要要件件件件件件のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、取引の相手方から電子的

に受け取った請求書等の電子データとの同一性が確保された電磁的記録の保存を推進す

る観点から、検索機能の確保の要件が緩和されたそうですが、その緩和された内容につ

いて教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt データを出力することにより作成した書面の提示・提出の求め及びそのダウンロー

ドの求めに応じることができるようにしている場合には、検索機能の確保の要件を充足

しているものとされます。

また、ダウンロードの求めへの対応を前提に全ての検索機能の確保の要件が不要とさ

れる判定期間売上高が5,000万円以下に引き上げられます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件における検索機能の確保要件に

ついて、次に掲げる見直しが行われます。

① 保存義務者が国税庁等の当該職員の質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロード

の求めに応じることができるようにしている場合には検索要件の全てを不要とする措

置について、対象者が次のとおりとされます（電帳規４⑥五）。

イ その判定期間における売上高が5,000万円以下（改正前：1,000万円以下）である

保存義務者

ロ その電磁的記録の出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年

月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものに限ります。）の提示又は提出

の求めに応じることができるようにしている保存義務者

② 電磁的記録の保存を行う者等に関する情報の確認要件が廃止されます（電帳規４⑥二）。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２における電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度における検索機能の確

保の要件の見直しの適用関係について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２の改正は、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報について適用さ

れます（令和５年改正電帳規附則２②）。
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【【【【【【ココココココララララララムムムムムム：：：：：：電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引のののののの取取取取取取引引引引引引情情情情情情報報報報報報にににににに係係係係係係るるるるるる電電電電電電子子子子子子デデデデデデーーーーーータタタタタタのののののの保保保保保保存存存存存存制制制制制制度度度度度度のののののの改改改改改改正正正正正正のののののの概概概概概概要要要要要要】】】】】】

ははははははじじじじじじめめめめめめにににににに

令和３年度税制改正では、所得税（源泉徴収に係る所得税を除きます。）及び法人

税に係る電子データの保存義務者は、令和４年１月１日以後に電子取引（請求書・領

収書等の授受を電子データで行う取引）を行った場合、電子取引に係る取引情報（請

求書・領収書等）を電子データ（原本）で保存義務する規定が創設され、電子データ

の書面又はＣＯＭ（以下「出力書面等」といいます。）での保存が廃止されました（

電帳法７）。

ただし、令和４年度税制改正では、令和４年１月１日から令和５年12月31日までに

電子取引を行う場合に電子データの出力書面等の保存をもって、電子データの保存に

代えることができる宥恕措置が創設されました（旧電帳規４③）。

そして、令和５年度税制改正では、令和６年１月１日から新たな猶予措置が創設さ

れました（電帳規４③）。

ⅠⅠⅠⅠⅠⅠ 令令令令令令和和和和和和５５５５５５年年年年年年度度度度度度改改改改改改正正正正正正前前前前前前制制制制制制度度度度度度のののののの概概概概概概要要要要要要

令和４年１月１日以後においては、次に掲げる要件に従って、電子取引の取引情報

に係る電子データを保存する必要があります。

１１１１１１ 改改改改改改ざざざざざざんんんんんん防防防防防防止止止止止止のののののの要要要要要要件件件件件件

次に掲げるいずれかの条件を満たす必要があります。

① 発行者側でタイムスタンプが付与された電子データを受領すること。

② ユーザー（受領者）側でデータの受領後遅滞なくタイムスタンプを付与するこ

と。

③ データの訂正・削除の履歴が残るシステム（サービス）を利用すること。

④ 改ざん防止等のための事務処理規程を作成・運用・備付けること。

２２２２２２ 見見見見見見読読読読読読可可可可可可能能能能能能装装装装装装置置置置置置のののののの備備備備備備付付付付付付けけけけけけのののののの要要要要要要件件件件件件

ディスプレイ・プリンター等を備付け、その操作説明書を備付けること。

３３３３３３ 検検検検検検索索索索索索機機機機機機能能能能能能のののののの確確確確確確保保保保保保のののののの要要要要要要件件件件件件

① 次の要件を充足した検索機能を確保していること。

イ 取引の日付、取引金額及び取引先（記録項目）で検索できること。

ロ 日付又は金額に係る記録項目について、その範囲を指定して条件を設定でき

ること。

ハ ２以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること。

② 税務調査に基づくダウンロードの求めに応じることとしている場合には、上記

①ロ・ハの要件が不要とされます。また、その判定期間に係る基準期間における

売上高が1,000万円以下である事業者は、上記①イ～ハの要件が不要とされます。
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ⅡⅡⅡⅡⅡⅡ 令令令令令令和和和和和和５５５５５５年年年年年年度度度度度度税税税税税税制制制制制制改改改改改改正正正正正正

１１１１１１ 検検検検検検索索索索索索機機機機機機能能能能能能のののののの確確確確確確保保保保保保のののののの要要要要要要件件件件件件のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

税務調査に基づくダウンロードの求めに応じることとしている場合には、上記Ⅰ

３①イ～ハ（改正前：ロ・ハ）の要件が不要とされる。また、その判定期間に係る

基準期間における売上高が5,000万円（改正前：1,000万円）以下である事業者は、

上記Ⅰ３①イ～ハの要件が不要とされます（電帳規４③⑥五）。

２２２２２２ 新新新新新新たたたたたたなななななな猶猶猶猶猶猶予予予予予予措措措措措措置置置置置置のののののの創創創創創創設設設設設設

システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、出

力書面等の提示・提出及びダウンロードの求めに応じることができるようにしてお

けば、上記Ⅰ３①イ～ハの検索機能を確保の要件が不要とされる新たな猶予措置が

創設されました（電帳規４③）。

３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

上記１及び２の改正は、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報につい

て適用されます（令和５年改正電帳規附則２②）。

おおおおおおわわわわわわりりりりりりにににににに

取引先から電子データで受領した請求書・領収書等又は取引先へ電子データで交付

した請求書・領収書等の控え等が電子データに該当し、これらの電子データを授受す

る法人又は個人事業者が保存義務者とされます。

また、電子データ又は出力書面等は、税務調査期間（法人：７年間又は10年間・個

人：５年間）の保存が必要とされます。

３３３３３３ 電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引デデデデデデーーーーーータタタタタタのののののの保保保保保保存存存存存存義義義義義義務務務務務務のののののの宥宥宥宥宥宥恕恕恕恕恕恕措措措措措措置置置置置置のののののの見見見見見見直直直直直直しししししし

ＱＱＱＱＱＱ１１１１１１ 電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引のののののの取取取取取取引引引引引引情情情情情情報報報報報報にににににに係係係係係係るるるるるる電電電電電電磁磁磁磁磁磁的的的的的的記記記記記記録録録録録録のののののの保保保保保保存存存存存存へへへへへへのののののの円円円円円円滑滑滑滑滑滑なななななな移移移移移移行行行行行行ののののののたたたたたためめめめめめのののののの宥宥宥宥宥宥恕恕恕恕恕恕措措措措措措置置置置置置

令和３年度税制改正では、経済社会のデジタル化を踏まえて、令和４年１月１日以後

に行う電子取引データについては、その電子取引データの出力書面等の保存をもってそ

の電子取引データの保存に代えることができる措置が廃止（いわゆる電子取引データの

保存の義務化）が行われました。

令和４年度税制改正では、電子取引データの保存要件に対処するためのシステム整備

及び社内ワークフローの構築などの対応未完了の大企業が多いこと又は認知不足の中小

企業者などを考慮して、電子取引データの保存の義務化に宥恕措置が創設されたそうで

すが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和５年12月31日までに電子取引を行う場合には、事実上、電子取引の取引情報に

係るデータを出力することにより作成した出力書面の保存をもって、そのデータの保存

に代えることができることとされています。
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AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和４年１月１日か

ら令和５年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引

につき、納税地等の所轄税務署長がその電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要

件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、

かつ、その保存義務者が質問検査権に基づくその電磁的記録の出力書面（整然とした形

式及び明瞭な状態で出力されたものに限ります。）の提示又は提出の求めに応じること

ができるようにされている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録（以

下「電子データ」といいます。）の保存をすることができることとする宥恕措置が創設

されています（旧電帳規４③）。

ＱＱＱＱＱＱ２２２２２２ 新新新新新新たたたたたたなななななな猶猶猶猶猶猶予予予予予予措措措措措措置置置置置置のののののの創創創創創創設設設設設設

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推

進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、電子取

引の取引情報に係るデータ、所得税、法人税及び消費税等の帳簿書類を電子的に保存す

るためのシステム対応が間に合わなかったことにつき相当の理由がある事業者等に対す

る新たな猶予措置が設けられたそうですが、その内容について教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 従前に行われていた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じる

ことができるようにしておけば、検索機能確保要件等が不要とされ、そのデータの保存

が可能とされる新たな猶予措置が創設されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr 電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができ

なかったことについて相当の理由がある保存義務者に対する猶予措置として、申告所得

税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長がその

電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかっ

たことについて相当の理由があると認め、かつ、その保存義務者が質問検査権に基づく

その電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面（整然とした形式

及び明瞭な状態で出力されたものに限ります。）の提示又は提出の求めに応じることが

できるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存を

することができることとされます（電帳規４③）。

なお、猶予措置の適用を受ける場合には、その電子データの保存に代えてその出力書

面のみを保存する対応は認められず、電子データ自体を保存するとともに、その電子デ

ータ及び出力書面について提示又は提出をすることができる必要がありますので留意し

て下さい（電帳通７－13，１問１答問60－２）。
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図表Ⅶ－５ 電子取引データの保存義務の新たな猶予措置の創設

区 分 改 正 前 改 正 後

適用要件 税務署長がやむを得ない事情があ 税務署長が相当の理由があると認

ると認める場合（保存事務者から める場合（保存事務者からの手続

の手続は不要） は不要）

出力書面の提示・提出の求めに応 出力書面の提示・提出及びダウン

じることができるようにしておく ロードの求めに応じることができ

こと るようにしておくこと

運用上の配慮 事実上出力書面による保存が可能 なし（データの保存のみ）

保存期間 出力書面について、事実上、税務 データ及び出力書面について、事

調査期間の保存が必要 実上、税務調査期間の保存が必要

具体的な適用 システム対応に間に合わなかった システム対応を相当の理由(注)によ

ケース 事業者等に適用（システム整備す り行うことができなかった事業者

る意向がある旨を口頭で回答する 等に適用

必要あり）

(注) 「相当の理由」とは、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、保存時

に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの整備が

間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、要

件に従って電磁的記録の保存を行うための環境が整っていない事情等とされます（電

帳通７－12，１問１答問61）。

ＱＱＱＱＱＱ３３３３３３ 適適適適適適用用用用用用関関関関関関係係係係係係

Ｑ２における電子取引データの保存義務の新たな猶予措置の創設の適用関係について

教えて下さい。

PPPPPPooooooiiiiiinnnnnntttttt 令和６年１月１日から適用されます。

AAAAAAnnnnnnsssssswwwwwweeeeeerrrrrr Ｑ２の改正は、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報について適用さ

れます（令和５年改正電帳規附則２②）。

また、Ｑ１に掲げる電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のた

めの宥恕措置は、適用期限の到来をもって廃止されます（令和３年改正電帳規附則２③）。
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【【【【【【ココココココララララララムムムムムム：：：：：：検検検検検検索索索索索索項項項項項項目目目目目目】】】】】】

電子的に受け取った請求書等の電子データ保存制度における検索項目は、次に掲

げる方法によって「日付、金額及び取引先」を検索できるようにする必要がありま

す。

１１１１１１ 検検検検検検索索索索索索機機機機機機能能能能能能をををををを確確確確確確保保保保保保すすすすすするるるるるる簡簡簡簡簡簡易易易易易易なななななな方方方方方方法法法法法法ににににににつつつつつついいいいいいてててててて

①①①①①① 表表表表表表計計計計計計算算算算算算ソソソソソソフフフフフフトトトトトト等等等等等等でででででで索索索索索索引引引引引引簿簿簿簿簿簿をををををを作作作作作作成成成成成成すすすすすするるるるるる方方方方方方法法法法法法

表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算ソフト等の機能を使

って検索する方法とされます。

＜表計算ソフト等のイメージ＞

連番 日 付 金 額 取 引 先 備 考

１ 20230106 110000 ㈱○○商店 領収書

２ 20230107 55000 ××出版㈱ 注文書

３ 20230110 220000 △△商事㈱ 請求書

②②②②②② 規規規規規規則則則則則則的的的的的的ななななななフフフフフファァァァァァイイイイイイルルルルルル名名名名名名をををををを付付付付付付すすすすすす方方方方方方法法法法法法

データのファイル名に規則性をもって「日付・金額及び取引先」を入力し、

特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるよう

にする方法とされます。

＜特定のフォルダのイメージ＞

20230106110000㈱○○商店 pdf

2023010755000××出版㈱ msg

20230110220000△△商事㈱ pdf

２２２２２２ 市市市市市市販販販販販販ののののののソソソソソソフフフフフフトトトトトトウウウウウウェェェェェェアアアアアア等等等等等等をををををを使使使使使使用用用用用用すすすすすするるるるるる方方方方方方法法法法法法

保存及び検索が効率的にできる市販のソフトウェア等を購入して利用する方法

とされます。

なお、要件を満たしたソフトウェア等か否かを確認するための認証制度があり

ます。市販のソフトウェア等で機能要件を満たすと認証を受けた製品には、公益

社団法人日本文書情報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）の認証マークが付されて

います。また、独自開発されるシステムを対象にすることも可能とされます。
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≪≪≪≪≪≪具具具具具具体体体体体体的的的的的的なななななな事事事事事事務務務務務務処処処処処処理理理理理理規規規規規規程程程程程程のののののの書書書書書書式式式式式式例例例例例例：：：：：：法法法法法法人人人人人人のののののの場場場場場場合合合合合合≫≫≫≫≫≫

電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引デデデデデデーーーーーータタタタタタのののののの訂訂訂訂訂訂正正正正正正及及及及及及びびびびびび削削削削削削除除除除除除のののののの防防防防防防止止止止止止にににににに関関関関関関すすすすすするるるるるる事事事事事事務務務務務務処処処処処処理理理理理理規規規規規規程程程程程程

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の

特例に関する法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

義務を履行するため、○○において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を

適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

（適用範囲）

第２条 この規程は、○○の全ての役員及び従業員（契約社員、パートタイマー及び

派遣社員を含む。以下同じ。）に対して適用する。

（管理責任者）

第３条 この規程の管理責任者は、●●とする。

第２章 電子取引データの取扱い

（電子取引の範囲）

第４条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。

一 ＥＤＩ取引

二 電子メールを利用した請求書等の授受

三 ■■（クラウドサービス）を利用した請求書等の授受

四 ・・・・・・(注)

(注) 記載に当たってはその範囲を具体的に記載してください

（取引データの保存）

第５条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のう

ち、第６条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する。

（対象となるデータ）

第６条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。

一 見積依頼情報

二 見積回答情報

三 確定注文情報

四 注文請け情報

五 納品情報

六 支払情報

七 ▲▲
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（運用体制）

第７条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。

一 管理責任者 ○○部△△課 課長 ＸＸＸＸ

二 処理責任者 ○○部△△課 係長 ＸＸＸＸ

（訂正削除の原則禁止）

第８条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止

とする。

（訂正削除を行う場合）

第９条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削

除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の

上、管理責任者へ提出すること。

一 申請日

二 取引伝票番号

三 取引件名

四 取引先名

五 訂正・削除日付

六 訂正・削除内容

七 訂正・削除理由

八 処理担当者名

２ 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理

由があると認める場合のみ承認する。

３ 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報

の訂正及び削除を指示する。

４ 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報

に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書

」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。

５ 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後

に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象とな

った取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

（施行）

第10条 この規程は、令和○年○月○日から施行する。
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≪≪≪≪≪≪具具具具具具体体体体体体的的的的的的なななななな事事事事事事務務務務務務処処処処処処理理理理理理規規規規規規程程程程程程のののののの書書書書書書式式式式式式例例例例例例：：：：：：個個個個個個人人人人人人事事事事事事業業業業業業者者者者者者のののののの場場場場場場合合合合合合≫≫≫≫≫≫

電電電電電電子子子子子子取取取取取取引引引引引引デデデデデデーーーーーータタタタタタのののののの訂訂訂訂訂訂正正正正正正及及及及及及びびびびびび削削削削削削除除除除除除のののののの防防防防防防止止止止止止にににににに関関関関関関すすすすすするるるるるる事事事事事事務務務務務務処処処処処処理理理理理理規規規規規規程程程程程程

この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に

関する法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適

正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。

（訂正削除の原則禁止）

保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする

。

（訂正削除を行う場合）

業務処理上やむを得ない理由（正当な理由がある場合に限る。）によって保存する

取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内

容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該

取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削

除を行う。

一 申請日

二 取引伝票番号

三 取引件名

四 取引先名

五 訂正・削除日付

六 訂正・削除内容

七 訂正・削除理由

八 処理担当者名

この規程は、令和○年○月○日から施行する。
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